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手形代替型の電子記録債権について

1.本稿の目的

2008年 12月1日に電子記録債権法 (以下,

｢法｣)が施行 され,磁気ディスク上の記録のみ

によって発生 ･流通する新 しい種類の金銭債権

が利用可能な状態になった｡ しか し,電子記録

債権の発生等 を記録すべ き記録原簿を調製する

電子債権記録機関 (以下,｢記録機関｣)は,専

業の電子債権記録業者 として主務大臣の指定を

受けることを要するとはいえ,民間の株式会社

により運営 されるものであり (法 2条 2項 ･51

-53条 ･57条参照),また電子記録の内容や記

録機関への記録請求のあ り方な ど,債権 を発

生 ･流通 させ決済するための具体的な運用につ

いても,個々の記録機関の業務規程に委ねられ

ている部分が大 きい (法 7条 2項 ･16条 5項 ･

29条 4項 ･59条 ･62条 な ど)｡ したが って,

電子記録債権 をめぐる法的問題については,同

法やその施行令の条文のみに依拠 して検討でき

る事柄はさして多 くない｡

他方で,同法の立案 ･立法過程においては,

電子記録債権は手形に代わるべき企業 (特に中

小企業)の資金調達の道具 として社会に提供 さ

れるべ きことが常に意識 されていた1)｡また実

際にも,2008年 3月 より全国銀行協会 (全銀

協)が現行の手形 と同様の機能を有するスキー

ムを想定 した ｢手形的利用｣を取引形態の前提

として記録機関 を構築す ることを検討中であ

る2)｡ したがって,同法によって手形代替的な
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電子記録債権 を創設 された場合に, どのような

法的問題が生 じ得るかを検討 してお くべ き意義

があると考える｡

そこで本稿では,まず現在のわが国における

手形法の下で, どのような制度に裏打ちされて

手形が資金調達手段 として利用 されてきたのか

を確認 した うえで,電子記録債権法の下で電子

記録債権に同様の機能を持たせるために, どの

ような法解釈が要請 されるのかを検討する｡そ

の うえで,全国銀行協会が構築の検討をしてい

る記録機関について,本稿執筆時点でweb上

に公表 されてい る ｢電子債権記録機関要綱｣

(以下 ｢要綱｣)3)を素材 として,この記録機関

によって記録 される電子記録債権において,上

記の法解釈の要請が どのような法的問題 として

生 じ得るかを検討することにする｡

2.手形を手形としている制度

(2-1)手形の特質

手形法の教科書などで一般に手形の機能 とさ

れるのは,支払の道具 としての機能,送金の道

具 としての機能,信用の道具 としての機能であ

る｡ この うち資金調達に関わる機能は,信用の

道具 としての機能である｡手形の信用の道具 と

しての利用法 も種々あるが,いわゆる商業手形

としての利用法が,本来の手形の利用法 と考え

られている｡

商業手形は,企業間の商取引の支払決済につ

いて,決済時期の繰 り延べを債権者が受け入れ,
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これと引き換えに債務者が振 り出した手形 (わ

が国では約束手形を用いるのが通例)の実務上

の呼称である｡支払決済の時期を繰 り延べると

い うことは,支払を受けるべき企業 (債権者)

が,支払をなすべき企業 (債務者)に対 して支

払を延長 した期間の信用を供与することになる

(企業間信用)｡この企業間信用において,与信

者 となる企業が,単にこの信用取引によって発

生している民法上の金銭債権 (売掛債権,請負

報酬債権等々)の債権者 となるだけでは満足せ

ず,受信者 (債務者)たる企業の振出手形を徴

求することでさらなる利便を求めたものが,商

業手形なのである｡

商業手形 とい う道具によって与信者が得られ

る利便は,当該債権の弁済期到来前であっても,

他の企業に簡便かつ安全な方法で手形を譲渡 し,

その対価を得ることで資金調達をすることがで

きるとい うことである｡もちろん法制度上は,

手形に頼 らずとも,民法上の指名債権譲渡の方

法によれば弁済期前の債権でも資金化すること

は可能である｡実際,中小企業金融にとっての

売掛債権の流動化の重要性は,かねてから指摘

されていることでもある｡ しかし,指名債権譲

渡の制度には,対抗要件具備の手間や,第三者

対抗要件の効力の不確実さ等種々の不便があり,

売掛債権の流動化には立法的手当てが不可欠で

あることもまた一般に認識されてきたところで

あり,電子記録債権制度の創設も,そうした認

識の延長線上に位置づけることができる4)｡

そうであるならば,電子記録債権が手形代替

的に機能するためには,そうした指名債権譲渡

の不便を補 ってきた手形法に特有の制度や法原

則の機能を,電子記録債権の機能 として取 り込

むことが必要 となる｡そこで,以下では手形代

替的な電子記録債権に備わるべき機能 とはどの

ようなものかを,商業手形に特有の機能を参照

しながら検討 してい くことにする｡

(2-2)企業間信用による金融の特質

企業間信用の与信側の企業が売掛債権等の商

取引上の債権を簡便に資金化 (流動化)するた

めには,この債権の買取等を通 じて与信側企業

にキャッシュを供給する者が,当該債権の取得

に関わるリスクをできるだけ迅速かつ正確に評

価する仕組みが用意されていることが望ましい｡

このキャッシュ供給者は,流動化された売掛

債権等から生み出される将来キャッシュフロー

を実質上の引き当てとして資金提供をすること

になる｡ しかし,商取引の決済は比較的短期間

で行われるのが通例だから,自らの資金繰 りを

考慮 して,短期で調達 した資金を投入すること

になるだろう｡そうすると,債務者の支払能力

には問題がないにも関わらず,債務者が資金決

済のために利用 している決済システムの作動が

何 らかの事情で阻害され,キャッシュを供給 し

た当初予定 した時期通 りに資金回収することが

困難 となるリスクが事前に回避されることが,

キャッシュの供給の前提 となろう｡

このリスクの具体的内容 として考えられるの

は,流動化 された債権の発生原因である商取引

(原因取引)自体に当初から法的塀症があった

り,後に反対債権について債務不履行が生 じた

りして,債務者が支払を拒み得る法的地位を得

る可能性,流動化された債権の流通過程で法的

戦痕が生 じ,債権の転得者 (キャッシュ供給

者)が支払いを受領する正当な権原を得 られな

い可能性,決済システム自体に何 らかの失調が

生 じて資金移動が行えなくなる可能性である｡

手形 とい う制度は,こうした リスクをどのよ

うに回避または合理的な対処可能な程度まで軽

減させてきたのだろうか｡

(2-3)原因取引に関わるリスクの軽減

手形は無因証券 とされる｡すなわち,乎形債

権者は手形振出行為を法律要件 として原因債権

とは別個に成立した債権 (手形債権)の権利者

とされる (設権証券性)だけでなく,原因取引

の無効 ･解除 ･不存在が立証されても,羊形債

権の不成立や消滅をもたらなさない｡これによ

って,手形を取得 したキャッシュ提供者は,原
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因取引の法的戦痕による決済 リスクから解放 さ

れる｡

ただし,手形が企業間の商取引の決済の道具

として授受される道具である以上,手形債権者

と手形債務者が同時に原因取引の当事者である

場合にまで手形のこうした法的性質 (無因性)

を貫徹することはかえって衡平を欠 く結果 とな

るから5),手形法は,原因取引当事者の間では,

手形債務者は原因取引の法的塀癌を権利たる抗

弁 として提出して手形金支払い請求を拒絶する

ことができるものとした うえで (人的関係に基

づ く抗弁),この抗弁は第三者には原則 として

対抗 し得ない ものとして (人的抗弁の切断),

手形による金融の実現 と原因取引決済上の衡平

とのバランスを図っている (手形法 17条本文 ･

同77条 1項号)0

次に,原因取引上の合意 と手形上の文言 とが

食い違 っている場合,あるいは手形上の文言に

反映されない当事者間の合意が存在する場合で

ち,事情を知 らずに手形を取得 した者には効力

が及ばないこととされている｡すなわち,手形

所持人が取得する権利の内容は,もっぱら手形

文言のみによって決せ られ (文言性),手形文

言自体について解釈の余地がある場合でも,当

事者の真意 とは関わりなく,客観的な基準で文

言の解釈を行 うべきと考えられている (手形客

観解釈の原則)0

さらに,手形振出当事者間に心裡留保,通謀

虚偽表示,要素の錯誤,詐欺等の事実があり,

それらが単に原因取引の取消 ･無効の原因とな

るだけでなく,手形振出の意思表示そのものに

ついての畷癌 とも構成 し得る場合でも,理論構

成は種々あるが,心裡留保等の事情は,子形行

為の当事者の間では抗弁 として提出し得るが,

第三者には対抗できない (人的抗弁) とする結

論については,ほぼ異論はない6)｡また,盗難

や紛失等が原因で,受取人 として予定されてい

た者に手形が交付 されず,第三者がこの喪失証

券を取得 してしまったとしても,そのような事

情は善意者には対抗できないものとされる7)8)｡
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しかも,手形は厳格な要式証券 とされ,手形

上に記載されるべ き文言は,流通する金銭債権

の内容 を決するに最低限必要な事項に限 られ

(手形法 1条 ･75条),文言の内容 も,原因取

引等の成立 と条件付けた り,金利を別途の計算

式で計算するなどの記載はできない ものとされ

る｡

以上のことから,手形取得者は,原因取引や

手形外の付随的な合意の趣旨に反 したかたちで

手形が利用 されているのではないか とい う点に

は顧慮することなく,もっぱら証券上の文言の

みに依拠 して,自己が取得する権利の内容を勘

案できるものとされている.

(2-4)支払受領の権原に関するリスク

手形は法律上当然の指図証券 とされ,指名債

権のように譲渡の効力要件の他に債務者や第三

者に対する対抗要件を具備する必要がなく,秦

書署名 と証券の交付のみ (または証券の交付の

み)によって他人に譲渡することができる (辛

形法 11条 ･14条 ･77条 1項 1号)｡ したが っ

て,手形を譲受ける者は,譲渡人による債務者

への債権譲渡通知のような行為を求めることな

く,手形への支払を受領する権原を得ることが

可能である｡ しか し,手形が有効に振 り出され

て流通に置かれた後に,権原の無い者が権原あ

りと偽 って他人に手形を譲渡 し,対価を得てし

まうことが起こり得る｡この場合,そのような

事故が生 じていることを知 らずに手形を取得 し

たキャッシュ供給者は,二つの問題に直面する｡

第一の問題は,権原なき者からの譲渡である

以上,譲渡自体が無効であるとされてしまい,

仮に手形債務者からの支払を得 られたとしても,

この支払は真の権利者 との間では不当利得 とな

ってしまい,資金回収が法的に確定 されない状

態に置かれるとい う問題である｡第二の問題は,

真の権利者が手形振出の原因取引における債権

者であった場合,手形債務者が,当該事故手形

への支払によって原因取引上の免責を得 られな

いことになる恐れがあることを理由として,支
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払を拒絶する可能性である9)0

手形法はこの二つの問題について,｢形式的

資格｣ と呼ばれる制度,すなわち,裏書の記載

が外形上連続 していることとい う形式的な要件

さえ満たされていれば,当該手形の所持人は手

形上の権利を有する者であるものと法律上の推

定 を受 け る (手 形法 16条 Ⅰ項 ･77条 1項 1

号) とい う制度10)を軸に対応 している｡

まず上記の第-の問題については,手形所持

人が形式的資格を備え,かつ悪意または重過失

なく手形を取得 していたのであれば,手形取得

の事由のなんたるかを問わず,手形上の権利そ

のものを取得 (善意取得)することとしている

(手形法 16条 2項 ･同77条 1項 1号)｡この善

意取得制度のおかげで,手形を譲 り受けようと

する者 (キャッシュ供給者)は,手形を譲渡 し

ようとしている者に手形処分の権原が存するか

否かについて煩わされることなく,単に裏書の

連続 とい う証券の外形的状況を調査するだけで

手形上の権利 を確定的に取得することがで き

る11)｡

次に第二の問題については,満期に手形金の

支払をする者は,手形所持人の形式的資格の有

無を調査をするだけで,悪意または重過失なき

支払 (善意支払)によって免責されることとさ

れ てい る (手形 法 40条 3項 ･同77条 1項 3

号)｡この条文の一般的な解釈では,無権利者

への支払であることにつき認識 していたか,重

大な過失によりそのことを認識 していなかった

とい う者でも,形式的資格ある者への支払であ

れば,なお悪意または重過失なき者 として支払

による免責 を得 られると考 えられてい る12)0

これを手形所持人の側から見れば,たとえ所持

する手形が喪失手形であることが判明 しても,

自己に形式的資格 さえ備わっていれば,満期に

おいて支払をする者 との間では手形上の権利の

真の帰属先について争 うことなく支払を受領 し

得る可能性が高 くなる｡

このように,手形を取得 しようとする者は,

形式的資格の具備にさえ配慮 しておけば,権原

を真に取得 し得ないかもしれない とい うリスク

からは解放 されるのである｡

(2-5)資金決済システムの堅牢性確保

さて,満期に支払をする者から手形所持人に

対する資金移動が迅速かつ安価に実現する方法

が用意されていなければ,上記のような手形法

による種々の決済 リスク軽減策 も画餅に帰すこ

ととなる｡特に短期資金を充てて手形 を取得 し

た者にとって,迅速かつ低 コス トでの支払確保

は非常に重要な要請 となるだろう｡

わが国の現在の手形流通では,手形交換制度

が精微かつ高度に整備 され,手形利用者が決済

システムに関するス トレスをほとんど感 じずに

決済がなされるようになっている｡

手形交換は,各地に設けられた手形交換所に

おいて,当該の交換所に加盟する各銀行が日々

他の加盟行が支払 うべ き手形を交換所に持ち出

し,相互にこれを交換 した うえで手形金額の差

引計算を行い,その差額 (交換尻)のみを決済

するとい う流れで行われる手続である｡決済さ

れるべ き手形の総額 を参加銀行同士で差 し引き

計算 し,その差額のみの資金移動をすることで

全手形の決済 とすることから,これに参加する

銀行は,支払総額に比 してかなり少額の現実の

現金を用意 しておけば足 りることになり,流動

性不足により決済システムが滞 ってしまうリス

クを軽減することができる｡

それだけではなく,わが国の現在の手形交換

においては,交換尻の決済は,各交換所を運営

する地域銀行協会が日本銀行に開設 している日

銀当座預金 と,各加盟銀行の日銀当座預金 との

間での振替によってなされ,交換所によっては,

手形の交換 と交換尻の算出自体の手順 もコンピ

ューター化 されてお り,この点でも決済に係る

コス トはかなり節約 されている｡

ただし,手形所持人がこの決済システムを用

いて支払を確保するためには,手形金の取立を

支払地の手形交換所加盟銀行に委任することが

でき,かつ満期に支払をすべき手形当事者 (為
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替手形の支払人,約束手形の振出人)が,手形

交換を通 じて手形金の支払をすることに同意 し

ていなければならない｡そこでわが国では,全

国銀行協会が為替手形 ･約束手形の統一フォー

マット (統一為替手形用紙ひな形 ･統一約束手

形用紙LLな形)を克め,これら統一用紙におい

ては常に銀行が支払担当者 として記載 されなけ

ればならない形式 (｢第三者方払文句｣の印刷)

を採用 している｡この統一用紙は,銀行 と当座

勘定契約を締結 している顧客にのみ配布 され,

また各交換所の規則では統一用紙以外の手形は

交換に不適格な手形 とされ,各銀行 も,顧客か

ら手形割引や取立委任のために手形を取得する

際には統一用紙を用いて振 り出された手形でな

ければ受け入れない旨の定めを約款 (銀行取引

約定)に置いてい る13)｡すなわち統一用紙 を

用いることによって,上記のような手形交換に

よる決済システムの利用が可能になる｡

ところで,手形交換で各銀行が支払 った手形

金は,顧客が支払 うべ き手形金を銀行が立て替

え払い したものである｡各銀行は自行が支払 っ

た手形を自行店舗に持ち帰 り,それぞれの手形

について顧客から支払資金を取 り立てることに

なる｡具体的には,署名照合を経て,手形金相

当額以上の残高のある手形債務者名義の当座預

金口座から手形金相当額を引き落 とす方法で当

該手形支払へ充当するのだが,問題はこの時に

当座預金残高が不足 し手形金相当額に達 しない

場合の措置である｡

手形交換において,ある手形について支払を

した銀行 (受入銀行)は,当座勘定契約におい

て顧客振出の手形について顧客の当座預金から

支払 う事務を委任 されているが,顧客の信用保

証まで当然にしなければならないわけではない｡

もし信用保証まで当然に行っているとするなら

ば,当座勘定契約の手数料は相当な額 とならざ

るを得ず,特に一般に信用力の低い中小企業の

利用を阻むこととなってしまうからである｡

しか し,だからといって持帰後の顧客の口座

残高不足を理由として,上述の交換尻決済を遡
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って無効 とすることもできない｡そのような措

置を是認 して しまうと,当該手形について支払

を受けた側の銀行 (持出銀行)の日銀当預残高

がどの時点で最終的に確定するのか不明瞭なま

まの状態に置かれて しまうことになるからであ

る｡すなわち, 日銀ネットを通 じて行われた交

換尻決済は不可逆の手続 として,受入銀行から

持出銀行が得た資金は,確定的に持出銀行に帰

属 させなければ,上記のような決済システムは

維持できない｡

そこで,交換当日の手順は交換尻決済で一旦

終結 したこととしつつ,顧客の当座預金残高が

不足する場合には,受入銀行は,翌営業 日の手

形交換手続において当該手形の持出銀行に手形

を返還 (不渡返還) して支払 った手形金の全額

の返却することとされている｡こうすることで,

手形交換に伴 う銀行間の資金決済は当 日のうち

に終結 させたうえで,不渡に関する損失は持出

銀行側が負 うことになるわけである｡

もっとも,この一 日分の金利は現在は受入銀

行が負担 してお り,不渡手形が横行すればこの

金利について当座預金口座維持手数料のような

かたちで全手形利用者に転嫁 されることにもつ

ながるだろう｡また不渡手形の数が増大すれば,

持出銀行側が不渡 リスクに備えて支出すべ き費

用 も過大になり,決済システムは不調に陥るこ

とが予想 される｡そこで,各交換所規則では,

不渡処分 と呼ばれる制裁のための規定を整備 し

て,不渡の横行の防止を図っている｡すなわち,

手形交換所は不渡手形の振出人に関する情報を

｢不渡報告｣で公表 し,更に同一当事者が振 り

出した手形が6ヶ月以内にもう一度不渡届の対

象 となった場合には,全ての加盟銀行が当該当

事者 との取引を停止す るのである14)｡この不

渡処分の制裁が準備 されているため,統一用紙

を用いて手形を振 り出す企業は,不渡処分を極

力回避する強いインセンティブを有することと

なる15)0
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(2-6)小括

以上に見てきたような種々の決済 リスク軽減

策は,全てが連関 しあって,手形を手形 として

流通 させていると考えるべきである｡すなわち,

原因取引上の法的畷症や流通過程での無権原者

の出現の リスクを縮小することは,不渡手形横

行の予防にもつなが り,手形決済システムを安

全かつ比較的安価な決済システムとして維持す

るのに役立っているとも言える｡また裏を返せ

ば,そのように決済システムの安定性の維持に

寄与 し,手形取得者の取立に関するコス トを抑

制することに役立っているとい うことが,人的

抗弁の切断や善意取得 とい った手形取得者保護

に厚い (手形債務者に厳 しい)制度を正当化す

る実質的な根拠であるとも言えよう｡

3.電子記録債権の特徴

電子記録債権が手形を代替する制度 としての

機能を果たすためには,少なくとも,企業間信

用において生 じた債権 (売掛債権等)を直接第

三者に譲渡する方法 と比較 して,電子記録債権

を発生 ･流通させるとい う方法を採 った方が債

権者にとって利便性が高いような仕組みが背景

になければならない｡前節では,そのような仕

組みが適切に構築できるか香かは,債務者の信

用 リスク以外の決済 リスクを如何にして低減す

るかにかかっているとい う視点から,手形法や

手形決済システムに関する規範を概観 してきた

が,以下では,電子記録債権を手形に代替する

制度 として機能 させるために,法がどのような

制度を用意 しているかを概観 したい｡

(3-1)決済システム

前述のように,今 日のわが国において,手形

はわが国の預金取扱金融機関のほとんどが参加

する決済システムによって安全確実かつ比較的

安価に決済されてお り,そのことが手形の利便

性を支える重要なインフラとなっている｡すな

わちわが国の事業者は,どの金融機関と取引関

係を結んでいても,その金融機関が地域の銀行

協会等を通 じて手形決済システムに参加 してい

ることから,比較的低廉な手数料で手形割引や

商担貸を通 じて短期資金提供に応 じ,あるいは

手形取立サービスを受任 して くれることを期待

し得る｡このことが,一般事業者間での手形の

や りとりを介 した企業間信用を,合理的な企業

行動た り得るものとしていると言える｡

そうすると,手形代替制度 として電子記録債

権を機能させるためには,やはり預金取扱銀行

であればほぼ確実に電子記録債権の決済に関与

できるような仕組みを作 ってお く必要がある｡

電子記録債権は記録機関の作成する記録原簿

への電子記録を発生 ･譲渡の効力要件 とする債

権であるが (法 2条),消滅については,混同

による消滅による場合を除いて,電子記録は消

滅の効力要件 とされてお らず (法 22条 1項 ･

24条),決済について特定の方法を強制 しては

いない｡ しか し,記録機関が債務者及び銀行等

と口座間送金決済に関する契約を締結 しておき,

決済 と電子記録債権消滅の記録 とを同期 させて

決済する手法を定め,この決済手法を採用する

ことを記録機関の業務規程で選択することがで

きるものとされている (法 62-63条 ･59条)0

この口座間送金決済 とは,電子記録債権につ

いて,記録機関,債務者及び銀行等の合意に基

づいて,あらかじめ記録機関が銀行等に対 して

提供 しておいた情報にしたがって,債務者の取

引銀行等が,電子記録債権の支払期 日に債務者

の口座から債権者の口座に対する払込みの取扱

いをすることによって行われる支払をい う (法

62条 2項)｡すなわち,記録機関がこの契約 を

あらか じめ全金融機関と結んでおけば,電子記

録債権の決済にも,極めて堅牢に作 られ運用 さ

れている既存の内国為替制度を直接利用するこ

とが可能 となる｡

また現実に も,後述す るように,全銀協が

｢全銀行参加型｣記録機関を構築 し,全銀 シス

テム (全国銀行内国為替制度)を利用 して,支
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払 日に自動的に決済がなされる電子記録債権を

創設すべ く検討中である｡

(3-2)電子記録債権の原因取引上の暇痕

(a)原因取引の消滅 ･解除等の主張

A とYの商取引から生 じた AのYに対する

金銭債権 を原因 として,Aを債権者 ･Yを債

務者 とする電子記録債権の発生記録がなされ,

Ⅹがこの電子記録債権をAか ら有償で譲 り受

けた場合を想定する｡

Ⅹが電子記録債権 を取得する際にまず第-

に注意を要する原因取引に関するリスクは,原

因取引が弁済等により消滅 した,あるいは解除

権の行使や合意解除によって無効 とされた,め

るいはそもそも最初から不存在であった等を理

由に,Yが支払期 日における支払 を拒む可能

性である｡この リスクを法はどのように扱 って

いるであろうか｡

法 20条 1項によれば,この場合,電子記録

債権の債務者 (Y)の支払拒絶の主張を ｢人的

関係に基づ く抗弁｣ と解することができれば,

Yは原因取引当事者ではない電子記録債権名

義人であるⅩには原則 として対抗で きず,た

だ Ⅹが債務者 を害することを知 って取得 した

場合に限って対抗できることとなる｡これは,

前記 (2-3)で述べた,手形所持人に対する原

因関係上の抗弁 とほぼ同様の取扱いである｡ し

かし,法は債務者のいかなる主張を ｢人的関係

に基づ く抗弁｣ とするかについて,具体的な要

件や例を列挙 していない｡ したがって,同条に

言 う ｢人的関係｣ とはどのような法律関係のこ

とを指 しているのかの検討が必要である｡

電子記録債権は発生記録によって生 じ (法 2

条 1項),電子記録債権の内容は債権記録によ

って定 まる (法 9条 1項)｡ したが って,電子

債権記録の発生記録請求の原因となった商取引

上の債権債務関係 と電子記録債権 とはそれぞれ

別個の法律関係であることは法文上想定 されて

いる｡ しか し,電子記録債権の消滅については,

電子記録 (支払等記録)は原則 として効力要件
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ではな く16),弁済な どの債権 を消滅 させる行

為 (支払等)によって電子記録債権が消滅 した

ことを支払等記録に記録することとなっている

から (法 24条),む しろ民法の債権の消滅原因

に関する規定が適用 されることが前提 となって

お り,支払等記録の意味は,電子記録に先行す

る債権消滅の事実を公示することにある｡

そうすると,発生記録請求の原因 となった取

引の消滅 ･解除は,当然に発生記録請求そのも

のの効力を失わせ,それ故,当該記録請求によ

って発生 した電子記録債権 も消滅するのである

から,原因取引の消滅 ･解除等の主張は単なる

｢人的関係｣ではな く,その電子記録債権に関

する全利害関係人に対抗 し得 る主張 (物的抗

弁)であるとい う解釈 も,法文上は可能である

ようにも見える｡

この解釈は法の立案段階での前提にも反する

し17),立法者 の意 図に も反す るよ うに思 え

る18)｡ しか し法 16条2項は,電子記録債権の

内容 として,分割払 ･利息 ･遅延損害金 ･違約

金 ･期限の利益の喪失 ･相殺 ･代物弁済 ･弁済

の充当の指定 ･債務者が債権者に対抗すること

ができる抗弁 ･紛争の解決の方法などについて,

特段の定めを記録 し得る旨の業務規程を置 くこ

とを記録機関に認めている｡これは,手形法が

証券上に有効な文言 として記載することを許容

する事項が非常に限られていること (手形法 1

条 ･75条) と対照的であって,電子記録債権

が,単に手形に代替する制度 として構想 された

のではなく,む しろ多様なニーズに応えられる

ような汎用的な制度 として構想 されてきたこと

に対応す る条文であると言える19)｡そ うする

と,記録機関の業務規程のあり方によっては,

むしろ原因取引 と有因的に結びつき,原因取引

の消滅 ･無効 ･不存在 とい った事情が電子記録

債権自体の消滅の原因 となると解 されてしまっ

ても,立案 ･立法過程での構想 とは必ず しも矛

盾 しないのである｡

それ故,ある記録機関が手形を代替する機能

を持つ電子記録債権を利用させようとする意図
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で設立 され,またそのような利用が十分可能な

業務規程を備えた電子債権記録機関であると言

えるかどうかが,その電子記録への記録によっ

て発生 ･譲渡される電子記録債権について,原

因取引の消滅 ･解除等によっても効力は失われ

ない無因的債権 と解 されるか香かを分ける事情

と考 えられる20)｡仮にそのような無因的債権

と解 し得 るので あれば,Yが原 因取 引の消

滅 ･解除を理由として電子記録債権への支払期

日における支払を拒む (抗弁する)つもりでも,

法 20条 1項 に よ り,債権者であるⅩがYを

｢害することを知 って｣21)電子記録債権 を譲受

けたのでない限 りは,YはⅩに対 して原因取

引の消滅 ･解除等をもって抗弁することを認め

られないこととなる｡

(b)錯誤 ･詐欺等

(a) と同じく,A とYとの商取引から生 じた

AのYに対する金銭債権 を原因 として,電子

記録債権の発生が記録 されたものと想定 しよう｡

電子記録債権を発生させるためには,記録機

関に対 して電子記録 (発生記録)をするように

請求をしなければならない (法 15条)｡電子記

録の請求は ｢電子記録権利者及び電子記録義務

者双方｣が記録機関に向けて行 う意思表示 とさ

れる (法 5条 1項)｡｢電子記録権利者｣ とは,

電子記録をすることにより,電子記録上,直接

に利益を受ける者のことであり (法 2条 7項),

｢電子記録義務者｣ とは,電子記録 をすること

により,電子記録上,直接に不利益を受ける者

のことである (法 2条 8項)｡すなわちここで

は,発生記録により債権者 となるAが電子記

録権利者,債務者 となるYが電子記録義務者

であるか ら,発生記録の請求 とは,A とYの

双方が記録機関に対 してする意思表示のことを

指 していることになる｡ しかし法 12条 1項は,

電子記録の請求に際 しては,記録機関に対する

意思表示の他に,記録請求の ｢相手方に対する

意思表示｣ もなされているとい う前提で法文が

作 られている22)｡すなわち上記の事例には,A

とY双方 に よる記録機関に対す る意思表示

(発生記録請求) と,記録機関に対 して発生記

録請求す ること及 びその内容に関す るA-Y

間の意思表示 とが並列的に行われることが想定

されているわけである｡(ただ し,すべての意

思表示が ｢同時｣になされることは必ず しも要

件 とはされていない｡)

そこで,例 えば A-Y問では,原因取引に

関する交渉 と並行 して,支払方法についての交

渉 も行われ,Yを債務者,A を債権者 とす る

電子記録債権を発生させることで合意 したのだ

が,一連の交渉の過程で Aが Yを欺岡 してい

て,その結果 として,Yは本来債務 を負 うべ

き必要がなかったのに,欺岡されて電子記録債

権の発生記録請求をして しまったとする｡この

ような場合,Yは原因取引だけでな く,電子

記録債権の発生記録請求そのものも詐欺による

ものとして取消を主張する可能性があるわけで

ある｡

この ように,Yが直接の取引相手であるA

との関係において心裡留保,通謀虚偽表示,質

素の錯誤,詐欺,強迫があった として,電子記

録債権の発生記録請求の無効を主張 し,または

取消の意思表示 をしてい るとき,Aは電子記

録債権そのものの不発生を主張 しているのであ

って,原因取引の無効を主張 しているのではな

い｡ したがって,電子記録債権の無因性だけを

根拠に,この主張を ｢人的関係｣に基づ く抗弁

であるとすることはできない｡

しか し法は,記録請求において相手方に対す

る意思表示に畷症があった場合について明文の

定めを置いている｡すなわち法 12条 1項によ

れば,(∋真意ではないことを知 りつつ記録請求

の意思表示をし,相手方もそのことを知 りまた

は知 ることができた場合 (民法 93条ただ し書

に該当する場合),(む記録請求の要素に錯誤が

あったとき (民法 95条に該当する場合)には,

これを理由とした記録請求の無効主張は,原則

として善意で重過失のない第三者には対抗でき

ない｡また,(勤詐欺または強迫により記録請求
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をした (民法 96条 1項に該当する場合),④第

三者の詐欺により記録請求をしたが相手方もそ

のことを知 っていた とき (民法 96条 2項に該

当する場合),これを理由とした記録請求の取

消 しの意思表示は,原則 として,取消 し後に善

意で重過失なく当該電子記録債権に利害関係を

有することとなった第三者に対 しては対抗でき

ない｡

さて,法 12条 1項の法文は,民法 93条から

96条 までの規定が記録請求における意思表示

に適用 されることを当然の前提 としたうえで,

その通用除外の規定を置 くとい う形式になって

い る23)｡ したが って,記録請求における意思

表示の塀症の主張は,人的関係に基づ く抗弁

(法 20条 1項)ではないが,法 12条 1項の規

定および同項によって適用除外されていない民

法 94条 2項ならびに同法 96条 3項の規定によ

って,善意の第三者には対抗できない抗弁 とさ

れていると解するのが自然であろう｡

しか しこの解釈をとった場合,保護 される善

意の第三者の範囲は意思表示の戦痕の内容によ

って異なることになる｡すなわち,通謀虚偽表

示についての第三者および詐欺 ･強迫について

の取消 し前の第三者については,法 12条 1項

で保護 される心裡留保 ･要素の錯誤についての

第三者や詐欺 または強迫による取消 し後の第三

者 と比較 して,不均衡が生 じるのではないか と

も思われる｡

もっとも,詐欺または強迫による取消 しにつ

いて,法 12条 1項が明示的に取消 し後の第三

者だけについて民法の適用を除外 したことにつ

いては,詐欺 ･強迫については表意者の要保護

性が強いことに配慮 した結果であるとの解説 も

ある24)｡この見解によれば,詐欺 ･強迫によ

る取消 し前の第三者については,過失の有無軽

重を問わず広 く善意者を保護することになる｡

しか し,通謀虚偽表示を心裡留保 と比較 したと

き,表意者の要保護性にさほど違いがあるとは

考 えられないか ら25),通謀虚偽表示に関す る

第三者が法 12条 1項の通用対象 となっていな
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いことについては,表意者の要保護性 とは別の

説明が成 り立たなければ,詐欺 ･強迫について

の取消 し前の第三者についての上記の理解 も成

り立たないはずである｡

一応合理的 と思 える説明 としては,民法 94

条 2項が広 く類推適用の余地のある条文であっ

て,それ故に ｢善意の第三者｣の主観的態様に

ついても,利益衡量のためにあえて明示せずに,

事例毎に無過失を要求 した り,過失があっても

保護するとした りとする柔軟な解釈の余地を残

すべ きであるとの判断が働いているとい う説明

が考えられるだろう｡このような理解は,要す

るに,畷症ある手形行為に関する議論 と異なり,

電子記録債権の記録請求における意思表示の環

癌については,第三者 との関係においでも民法

の適用があることを前提 とした解釈が求められ,

この間題にいわゆる権利外観理論を及ぼす とか,

民法適用否定説を及ぼす といった解釈技術は排

除されるべ きであるとい うことである26)0

しか し,法 12条 1項のそのような解釈が妥

当であるのかについては,具体的にどのような

システムを介 して意思表示がなされているかま

で考慮 して,利害関係者の利益 も衡量 して判断

されねばならないだろう｡この点に関する検討

は後述することとする｡

(C)無権代理 ･｢なりすまし｣

やは り (a) と同 じく,A とY との商取引か

ら生 じたAのYに対する金銭債権 を原因 とし

て発生記録請求がなされたものと想定 しようO

この とき,Yが株式会社であ り,実際にYの

代表者 として A と交渉をしたBなる人物が,

実は代表権者ではな く, しか もAもBに権限

がない ことについて気付いていたが,Ⅹはそ

れらの事情について善意かつ無過失で電子記録

債権を譲受けた とする｡

この場合,電子記録債権の発生記録請求の意

思表示が無権代理人や当事者になりすました第

三者によってなされたとの主張は,上記 (b)と

同じく,電子記録債権がそもそも発生 していな
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い とい う主張であって,これを人的関係に基づ

く抗弁 として良いかは必ず しも明確ではない｡

とりわけ,発生記録請求の相手方たる利用者自

身が無権限やなりすまLにつき悪意であった場

令,Ⅹのようにこの電子記録債権 を転得 した

者が,転得者 (Ⅹ)自身の善意無過失を主張 し

て安全に電子記録債権の権利者になることがで

きるだろうか｡

法 13条及び14条は,電子記録の請求が無権

代理人や本人になりすました者によって行われ

た場合について,無権限の記録請求をした者お

よび電子債権記録機関の責任については規定 し

ているが,第三者の保護については法に特に定

めがない｡ しか し,発生記録請求における意思

表示の効力が問題になっている点では,上記

(b)で取 り上げた発生記録請求における意思

表示に心裡留保等の畷症がある場合 と同じであ

る｡ したがって,そのような場合の扱い と平灰

を合わせるために,無権限の者による発生記録

請求に関する第三者の保護についても,やはり

民商法 (会社法 も含む)の規整を受けるものと

解するのが自然だろう｡

そうすると,民商法の表見代理法理に関する

規定で保護 される第三者は,いずれも無権限の

者に本人を代理する権限があると誤信 して取引

の相手方 となった者を指 してお り,無権限の者

と直接取引関係に立っていない者 までは,表見

代理の規定では保護 されない と解す余地があ

る27)｡この解釈に従えば,上述の事例でも,Y

がBの行為が無権代理行為である旨を主張 し

て追認 も拒絶 してお り, しか もAが無権代理

につ き悪意者であ りYが Aに対 して表見代理

人 として責任を負 う可能性が全 くない場合には,

Yの主張する発生記録請求が無権代理 ･な り

すまLであり電子記録債権は無効 との抗弁は,

善意者 Ⅹにも対抗可能な抗弁 (物的抗弁)で

あることとなる｡

しか しこの解釈の妥当性についても,やはり

具体的なシステムのあり方の検証が欠かせない｡

すなわち,発生記録請求が無権限の者によって

なされるとい うことは,電子記録の請求に際 し

て,本人確認のための認証システムが破 られた

とい うことを意味 してお り,そうだとすると,

システム提供者の責任 との兼ね合いを考慮に入

れた うえで,妥当な結論か香かの判断をすべき

であると考えられる｡ したが って上記 (b)の

場合 と同様,具体的なシステムのあり方も考慮

に入れた上で,具体的な業務規程の検討を経て

から判断すべ きであろう｡

(3-3)支払受領の権原に関するリスク

(a)債務者による ｢無権利の抗弁｣

A とY との商取引から生 じたAのYに対す

る金銭債権を原因として,発生記録請求がなさ

れた電子記録債権につきAがⅩに譲渡 して資

金 を得たが,Ⅹがこの電子記録債権 を譲 り受

けたときに記録機関に譲渡記録請求をしたのは

Aの無権代理人 A2であった場合 どうなるだろ

う｡

A2による譲渡記録請求は無権代理人の行為

であって無効であるか ら,Ⅹはこの電子記録

債権の債権者ではない｡そうすると,例えば支

払期 日前にAからYに向けて,当該電子記録

債権の譲渡記録は無効であるので支払をしない

ように との要請があった場合,支払期 日にY

が支払 って も,YはⅩが無権利者であること

につき悪意または過失により支払ったものとし

て,債権の準占有者に対する弁済 としての免責

も得 られない可能性がある｡そ うす る と,Y

は真の権利者 Aに対する二重払いを強い られ

ることとなる｡

もちろん,A2の無権代理行為について民商

法等の表見代理制度によって Ⅹが権利 を取得

している場合 も考えられる｡ しか し問題は,A

-Ⅹ問の譲渡手続には関与 していない Yには,

表見代理の成否は判定困難であり,支払が無効

とされた場合のAに対する二重払の危険 と,

支払拒絶が債務不履行 とされた場合のⅩに対

する遅延損害金の発生の危険 との,いずれかの

リスクを選択 しなければならないことになるこ
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とである｡この とき,Yが二重払い リスクを

恐れて,Ⅹが無権利者であることを理由に支

払 を拒む (｢無権利の抗弁｣を主張する) とい

う選択をする可能性は,小さくはないだろう｡

視点を変 えてこの状況 をⅩの リスクとい う

観点から見ると,電子記録債権の最初の債権者

か らⅩ自身が譲受人 として電子記録債権 を取

得するに至るまで,権利が流通 してきた全過程

において法的環症がないことが明白でない場合

には,想定外の戦痕を理由に債務者が支払期 日

における支払を拒むかもしれない とい うリスク

にさらされてい ることになる｡ もちろん,X

が真に権利者であることが証明できれば,最終

的には電子記録債権の全額 と遅延損害金 とを併

せた額を回収することができるはずだが,一旦

支払の拒絶がなされると,回収までに相当の時

間がかかることになる可能性は否定できず,A

に対 して余裕資金 を供給 したはずのⅩ自身の

資金繰 りにも影響を与えるリスクである｡電子

記録債権の債権者は流通履歴の全ての開示を受

けることができないため,この リスクは電子記

録債権への資金供給を梼原わせる要因として無

視 しえない要素である｡

法 9条 2項は,電子記録名義人が電子記録債

権についての権利を適法に有するものとの法律

上の推定 を受けるとする一方で,法 21条は電

子記録名義人への善意 ･無重過失の支払は,支

払を受領 した電子記録名義人が支払を受ける権

利を有 していなかったとしでも支払 としての効

力を有するとしている｡

すなわち債務者 Yは,Aか らⅩへの譲渡記

録は無権代理人 A2による無効な譲渡記録請求

によるものであるとの通告を受けているなど,

単にⅩが債権 を有効に取得できていない と疑

うべ き事情があるだけで,Ⅹが債権 を有効に

取得 していない と証明できる証拠方法を持たな

い場合には,Ⅹの無権利 を主張 して支払 を拒

絶 しても債務不履行責任を問われる蓋然性は高

く,Yが支払 を拒絶す ることは困難 となる｡

その一方で,真の債権者ではない Ⅹへの支払
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によって A との関係で免責を得 られない リス

クが除去できない とすると,電子記録債権を利

用する利便 よりもリスクが上回って しまう可能

性 もあるか ら,Ⅹが真の債権者でない ことに

つき,ある程度疑念があったとしても,法 9条

2項による法律上の推定 を破れる程度の証拠 を

有 していない限 り,Ⅹへの支払によって真の

債権者 A との関係で も免責 されるとして,Ⅹ

への支払の手続 を積極的に進めることがYに

とっても利益になるようにする必要性が高 く,

言い換えれば形式的資格を有する手形所持人に

対する手形債務者 とほぼ同じ立場にある (前述

(2-4)参照)｡ したがって法 21条の適用に際 し

ては,形式的資格のある手形所持人に対する支

払免責の要件 を定めた手形法 40条 3項の解釈

と同様に,電子記録名義人に債権記録上の権利

が帰属するとの法律上の推定 (形式的資格)が

与 えられてい ることを前提に,Ⅹに付与 され

る法律上の推定 を破 るだけの証拠手段 をYが

有 している (悪意)か,またはそのような証拠

手段を簡単に入手 し得たのに入手の努力を怠っ

た (重過失)場合を除いて,権利を有 していな

い電子記録名義人 Xに対する支払であっても,

支払 としての効力 を認め,これによりYは真

の権利者 A との関係で も免責 されると解すの

が,法文の解釈 としては自然であろう｡

ただ電子記録債権が無因的な債権であり,か

つ,原因関係の決済の道具 として用いられてい

るとすると,上記の事例のような場合には,Y

が支払期 日にⅩに支払 って も,電子記録債権

は消滅 して もY-A間の原因取引の清算が完

了しないまま残 ってしまうことも考えられる｡

そこまで考慮に入れた上で,上記のような解釈

を認めて良いのか,また,その解釈が許される

限界はどの程度のものとなるかを検討する必要

があるだろう｡

(b)譲渡記録請求の無効

電子記録債権の発生記録には環症がない場合

であって も,電子記録債権の譲渡人 A･譲受
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人 Ⅹによる電子記録債権の譲渡記録請求に法

的塀痕があり,譲渡記録の効力が生 じていない

場合があり得る｡譲渡記録請求の法的畷症の類

型 としては,(∋譲渡記録請求の時点ではAが

当該電子記録債権の債権者ではなかった,(∋譲

渡記録請求時点にAが電子記録債権の真正な

債権者ではあったが,A またはⅩによる譲渡

記録請求の意思表示に畷癌がある, とい う2類

型が考えられる｡

①の類型の事例 としては,電子記録債権譲渡

の記録請求以前に,電子記録債権の最初の債権

者 Aoか らAに電子記録債権が譲渡 された旨

の譲渡記録がなされていたが,このAo-A間

の譲渡記録の記録請求における意思表示に法的

弔庇 (通謀虚偽表示や無権代理人による譲渡記

録請求など)があり,譲渡記録 自体が無効 とさ

れるとい うような場面は,比較的簡単に想像で

きるだろう28)0

この状況で,Ao-A問の譲渡記録が無効で

あることを知 った債務者 Yが,支払期 日にな

って Ⅹが無権利者であるとして正当に支払 を

拒絶 し得 るとす るな らば,Ⅹは電子記録債権

の譲受時には知 らなかった事情にもとづいて自

己の権利取得を否定 されることになる｡言い換

えれば,電子記録債権の譲渡人が実は無権利者

か もしれない とい うリスクは,当該譲渡契約の

譲受人が負担 させられるとい うことである｡

このような場合,手形であれば,既述のよう

に,譲渡人が無権利であることにつき善意かつ

重過失無 く裏書連続のある手形を取得 した者は,

手形上の権利を善意取得することができる (辛

形法 16条 2項 ･77条 1項 1号)｡そ うす ると,

善意で重過失無 く譲渡記録請求により電子記録

債権譲受人 として記録 された者は電子記録債権

を取得するとする法 19条 1項は,手形法 16条

2項 と同趣旨の規定であると解 して,A-Ⅹ間

の譲渡記録請求の時にAが電子記録債権の債

権者ではない ことをⅩは知 らず,かつ知 らな

か ったことにつ きⅩには重過失 もなか ったこ

とが証明 されれば,Ⅹは電子記録債権 を取得

すると解することとして良いだろう29)0

それでは,②の類型の事例ではどうだろうか｡

例 えば,Aの使用人 A2が,電子記録債権の譲

渡記録請求の権限がないのにもかかわらず A

の代理人 として A-Ⅹ間の譲渡 についての譲

渡記録請求 をしたが,Ⅹは無権代理人が譲渡

記録請求をしていたことにつ き重過失な く善意

であったため,譲渡記録請求にも異議を申し立

てず,その まま記録機関に よりA-Ⅹ問の譲

渡記録がなされて しまい,その後に使用人の無

権代理行為が発覚 し,Aはその追認 を明示的

に拒絶 しているとい う場合 を考えてみよう｡

この場合, もちろん Ⅹは民商法上の表見代

理の制度による救済を受けることも可能な場合

もあるが,そのための要件 (Aに よる代理権

の表示,使用人への基本代理権の授与,使用人

への営業所における営業の主任者たる名称の付

与等)が常に整 っているとは限らず,必ず表見

代理制度によって救済 され得るわけではない｡

しか し,Ⅹは電子記録債権の譲渡記録請求に

よって譲受人 とな り,また Aの使用人が無権

限であったことについて悪意でも重過失でもな

か ったのであるか ら,法 19条 1項の要件 を満

た してお り,表見代理制度に依拠することな く

電子記録債権 を取得することができそうにも思

える｡

しか し,その ような考 え方は,法 19条 1項

ただ し書 きにおける ｢悪意又は重大な過失｣ と

い う文言の意義について,譲渡人の無権利につ

いての悪意 ･重過失だけでな く,譲渡のための

法律行為 (譲渡記録請求)に無効 ･取消事由そ

の他消滅事由があることについての悪意 ･重過

失にまで及ぶ ものと解釈することを必要 とする｡

そのような解釈は許 されるのだろうか30)0

法 19条 1項は,ある者が (ア)譲渡記録の請

求によって,(イ)電子記録債権の譲受人 として記

録 され,(ウ)悪意 または重大な過失がない場合に,

電子記録債権の取得 とい う効果をその者に付与

する規定である｡

(7)の譲渡記録の請求が有効な請求である場合
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には,(イ)の譲受人 としての債権記録 も有効 とな

るのだから,このような条文がな くとも当然に

電子記録債権 を取得で きるはずであ り (法 17

条),この条文に固有の意義があるとすれば,

(ア)の要件 は ｢譲渡記録の請求が無効であると

き｣ とい う意味であると解 さねばならない｡そ

うだとすれば,(ウ)の悪意又は重大な過失 とい う

賓件 も,譲渡記録の請求が無効であることにつ

いての悪意 ･重過失であると解するのが自然で

あろう｡そして,譲渡記録の請求が無効である

原因 としては,譲渡人が無権利者である場合だ

けでな く,譲渡人が制限行為能力者であった り,

譲渡記録請求における意思表示に畷症があるた

めに,譲渡記録請求が取 り消され又は無効 とさ

れる場合 もあ り得 る｡ したが って,法 19条 1

項ただ し書 きにおける悪意 ･重過失 とは,譲渡

のための法律行為 (譲渡記録請求)に無効 ･取

消事由その他消滅事由があることについての悪

意 ･重過失にまで及ぶ ものとの解釈は,文言の

解釈 として,むしろ自然である31)0

しか し,この間題 もまた,具体的なシステム

のあり方の検証なしでは,結論の妥当性は判断

すべ きではない と考える｡特に譲渡記録請求を

した者が無権利 または無権限の者であった場合

には,やは り認証 システムが破 られていること

になるので,システム提供者 との責任の分配 ま

で考慮に入れる必要があると思われる｡

4.｢全銀行参加型｣電子債権記録機関

(4-1)全銀協による検討

前節で検討 したように,電子記録債権が手形

に代わる機能 を備えることができるか どうかは,

どのような記録機関によりどのような業務規程

が定められるかに依拠する部分が大 きく,電子

記録債権法の検討だけでは不確定な問題が多い｡

第 1節で述べたように,本稿執筆時点におい

て,全国銀行協会 (全銀協)が手形代替型の電

子記録債権の受け皿 となる記録機関の構築を検

討中であり,その要綱 となる ｢電子債権記録機
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関要綱｣(以下 ｢要綱｣ と略す)が既に公表 さ

れている｡そこで,以下ではこの ｢要綱｣にも

とづい て,全銀協 が構築 しよ うとしてい る

｢『全銀行参加型』電子債権記録機 関｣(以下

｢全銀型記録機関｣ と略す)を前提に,手形代

替型の電子記録債権をめぐる法的問題について

検討 してい くことにする32)0

この ｢全銀行参加型｣電子債権記録機関 とは,

手形的利用を取引形態 として想定 し,複数の金

融機関が共同して設立 される電子債権記録機関

である33)0 ｢要綱｣によれば,この記録機関に

参加できる金融機関は,全国銀行内国為替制度

(全銀 システム)の加盟銀行であることを要 し,

この記録機関に記録 される電子記録債権 を利用

するためには,記録機関および参加金融機関 と

の間で利用者契約 を締結することを要するとさ

れ る34)｡また,電子記録債権 の決済 は,原則

として,利用者が指定 した金融機関の決済用 口

座 を利用 した口座間送金決済 (電子記録債権法

62-63条)に よって行 うこと,口座間の資金

移動のために全銀 システムを利用することが予

定 されている35)｡

上記の利用者契約を締結するための要件 とし

ては, 日本国内在住の事業者 (法人または事業

を営む個人)であって,電子記録債権の決済を

行 うための決済 口座を参加金融機関に開設 して

いれば足 りるとされ るか ら36),実質的には,

現に日本国内で事業を行 っていて,手形取引が

可能な状態にある者であれば,新たに特定の金

融機関等 との取引を開始せず とも,現在の取引

銀行を通 じて債権記録へのアクセスをすること

が可能 となるような仕組みを作ることが想定 さ

れている (図 1参照)0

以下では,この全銀協が検討する ｢全銀行参

加型｣電子債権記録機関 (以下では単に ｢記録

機関｣ と略す)を利用することを想定 して,辛

形代替制度 としての電子記録債権のあり方を検

討する｡
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図1 ｢全銀行参加型｣電子債権記録機関イメージ

(出所:全銀協 ｢電子債権記録磯関要綱 (中間整理)について｣)

(4-2)電子記録債権の流通のための手続

いわゆる商業手形 と同様に,企業間信用にお

いて生 じた債権 (売掛債権等)を流動化する手

段 として発生記録がなされた電子記録債権 (債

務者Y)の債権者 Aが,この電子記録債権 を

譲渡 して資金調達を図る場面を具体的に想定 し

て考えてみたい｡

(a)電子記録債権の譲渡の交渉

今,Ⅹが上述の電子記録債権 を買い取 るこ

とを検討 しているとする｡Ⅹ とAは,まず電

子記録債権の名義人 Aの指定参加金融機関で

あるa銀行の提供するシステムを経由して記録

機関からの開示を受けた電子記録債権の内容に

関す る情報 (法 87条 1項 1号)をもとに37),

電子記録債権取得の対価 を決める｡｢要綱｣に

よれば,｢全銀型記録機関｣における電子記録

債権の発生記録に記録すべき事項はかなり制限

されてお り,法 16条2項の事項 (任意的記録

事項)については,口座間送金契約を締結 した

ときに必要な口座情報 (同項 1号) と,債権者

または債務者が個人事業者である旨の記録 (同

項 9号)以外の事項は記録 しない ものとしてい

る38)｡ したがって,ここで開示 される情報は,

Aがこの電子記録債権の最初の債権者である

場合には,① Yが一定の金額 を支払 う旨,②

支払期 日,(参Aの名称及び住所,④ Yの名称

及び住所,(9記録番号,⑥電子記録の年月日,

⑦口座間送金決済契約により支払をする旨,⑧

A及びYの属性 (法人か個人事業者か)に限

られ,Ⅹはこの限 られた情報 と,直接の取引

相手であるAの信用に関する情報だけを頼 り

に して,Aに支払 うべ き対価の額 を定めなけ

ればならない｡

また,手形を期限前の裏書により譲渡 した者

は,無担保裏書の方式を採 らない限 り支払担保

責任を負 うことになるが,これと同様の法律関

係 をA-Ⅹ間に生 じさせ るためには,A とX

は上記の譲渡記録請求の他に,Aを保証人 と

して当該電子記録債権を被担保債権 とする電子

記録保証の発生記録の請求を記録機関にしなけ

ればならないが (法 31条),｢要綱｣では ｢譲

渡記録請求は,譲受人になろうとする者を債権

者,譲渡人を保証人 とする保証記録請求を併せ

て行 うこととする｡｣ とされている39)｡



神奈川ロージャーナル 第2号

(b)電子記録債権の譲渡

上記の交渉が調い次第,A (譲渡人)が記録

機関に対 して,電子記録債権の譲渡記録請求を

行 う｡このとき,Ⅹ (譲受人)の譲渡記録請求

については,Aが Ⅹの請求権限を包括的に委

任 された もの として取 り扱い,Ⅹは,当該記

録請求にもとづ く電子記録について異議がある

場合に,電子記録の通知後 5営業 日以内に変更

記録請求 (単独請求)により削除できることに

ついて,当該記録における利害関係人は予め同

意 した者 として取 り扱 うこととされる (法 27

条 3号 ･29条 1項参照)｡また,記録機関の行

う電子記録債権のすべての利用者は,このよう

な包括的な委任および同意について了承 してい

るもの とされる40)｡このように して,法的に

はA とⅩ との双方が記録機関に対 して特定の

電子記録債権の譲渡記録を請求するものと構成

される (法 5条 1項)0

記録機関は,上記の記録請求に従 って当該電

子記録債権について,(∋電子記録債権の譲渡を

する旨,② Ⅹの名称及び住所,(∋Ⅹの口座情

報 (利用者 DBか ら自動入力),④ Ⅹの属性

(法人 ･個人事業者の別)(利用者 DBから自動

入力),⑤ A-Ⅹ間の紛争解決方法,(むAの利

用者 コー ド (譲渡記録請求時に指定),(∋Aの

代表者名 (利用者 DBから自動入力)を記録す

る41)｡そ して,譲渡記録 の内容について,描

定参加金融機関を通 じてXに通知 し,5営業

日以内に変更記録請求による削除の請求があれ

ば,これを削除する｡

(C)電子記録保証の発生

上記 (b)の譲渡記録請求に併せて,Aが記

録機関に対 して,Yを主たる債務者 とす る電

子記録保証の発生記録請求も行 う｡保証記録請

求の方法及び法的な構成 も,譲渡記録請求 と同

様である｡保証記録請求を受けた記録機関は,

電子記録保証の発生記録 を行 う42)｡これによ

りAは,Yを債務者 とする独立性 を有する保

証債務を負 う (法 33条 1項)0
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(d)対価の支払

上記の譲渡記録請求 ･保証記録請求 と併せて,

A との交渉で定 まったこの電子記録債権の対

価 (例 えば450万円とする)が Ⅹか らAに支

払われることとなる｡

この対価の支払いの法的性質は,電子記録債

権譲渡または電子記録保証発生の原因関係であ

って,電子記録債権 または電子記録保証の内容

ではないか ら, もっぱら当事者であるA とⅩ

との契約によって定 まる｡例 えばA とⅩ との

間で電子記録債権の売買をする契約が成立 して

いた とするなら,対価の支払はⅩによる代金

債務の弁済にあたることにな り,A とⅩ との

間で ⅩのAに対する消費貸借 を原因関係 とし

て電子記録債権譲渡または電子記録保証の発生

を行 う旨が約束 された とすれば,Ⅹによる支

払は,要物契約である消費貸借契約の要件を具

備するための金銭交付 と位置づけるべ きことに

なる43)｡

(e)電子記録債権の分割

電子記録債権は分割記録することによって分

割することが可能である (法 43条 1項)｡金額

や支払 日等の債権の内容毎に分割することも可

能であるし44),債務者 ･債権者が複数ある場

合には特定の債務者 ･債権者毎に分離すること

も可能である (同前)｡これは,1枚の券面 と

不可分に権利が結びついているとされるために,

いったん発生 した権利を後に分割することはで

きない と考 えられた手形 と45),自由に分割 し

得る媒体を用いる電子記録債権 との差異を示す,

電子記録債権の大 きな特徴である46)｡ただ し,

発生記録において分割記録をすることができな

いこととした り,分割記録の回数を制限するこ

ともできる (法 16条 2項 12号)0

そこで全銀型記録機関においても,分割記録

請求は認められるもの とされたが47),分割記

録は常に譲渡記録 と一体 として取扱われること

とされ, したがって譲渡記録請求を伴わない分

割記録請求はで きない 48)｡また,発生記録に
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おいて分割払いの記録は認めない取扱い とする

こととされているか ら49),支払期 日毎の分割

はできない｡さらに,債務者や債権者を2人以

上 とする記録 も認めない とされているから50),

債務者 ･債権者毎の分離 もで きない｡結局,

｢全銀行型｣記録機関における電子記録債権の

分割請求は,電子記録債権の譲渡に際して,原

債権の金額を分割 して他に譲渡するためにでき

るだけだとい うことになる｡

このように,ある電子記録債権の金額を分割

して他に譲渡できるようにしてお くことで,金

額の大きな電子記録債権でも,支払期 日が到来

するまでの間,債権者のその時々の資金需要に

応 じた適当な額に分割 したうえで割引のために

譲渡することが可能 となる｡これを1枚の手形

について手形金額全額について1回だけしか割

引を受けることができない商業手形割引と比べ

ると,資金需要のない分まで割引手数料を負担

するとい う非効率な資金調達を避けることがで

き51),また 1個の原債権 を分割することによ

って複数回の資金調達をすることも可能となる

わけだから,より効率的 ･機動的な資金調達手

段たり得ることになる52)｡

ここで,例 えば債務者 Y,債権者 Ⅹ,金額

が 1000万円,分割記録可能回数が5回である

電子記録債権のうち,1回だけ分割可能な300

万円の債権 を分割 してZに譲渡するとしてみ

よう｡

分割記録請求権者は債権者であるⅩである

(法43条3項)｡また,譲渡記録請求権者は法

の定めによればⅩ及 びZであるが (法 5条 1

項),｢要綱｣によれば実際に譲渡記録請求をす

るのはⅩであり,ZはⅩに譲渡記録請求権の

行使を包括委任するものと扱われる｡

分割記録請求に際 して債権者は,分割する債

権記録の記録番号 ･分割債権記録の金額 (汰

44条 1項 3号),債権者の利用者 コードを記録

機関に提供することとなっている (｢別紙｣33

頁)｡記録機関は,この請求 と債権者の利用者

コード･原債権記録の記録番号を利用 して,以

下のように分割債権記録を新たに作成するとと

もに,分割される債権の記録 (原債権記録)の

一部を変更 し,さらに分割債権記録につき譲渡

記録をする｡

まず本事例での分割債権記録の内容であるが,

①原債権記録から分割をした旨 (法44条 1項

1号) (参原債権記録 と分割債権記録の記録番

号 (同2号｡自動的に転記 ･付番する｡)(勤債

務者 (Y)が一定の金額 (300万円)を支払 う

旨 (同3号｡債務著名 ｢Y｣は発生記録から転

記.)(む債権者 (Ⅹ)の名称 ･住所等 (同4号｡

発生記録又は譲渡記録又は利用者 DBか ら転

記｡)⑤電子記録の年月日 (同5号｡分割記録

時点をシステム的に記録｡)を記録 し,その他

の事項は原債権の債権記録からそのまま転写 し

て,｢以上の事項は,原債権記録から転写 した

ものである｡｣ との文言 と転写の年月日を記録

し (法45条 2項),この分割債権記録を更に分

割するための記録可能回数 (例 えば ｢1回｣)

(法45条 1項4号)を記録する｡そのうえで,

この債権記録については,Zへ譲渡する旨の譲

渡記録を行 う｡

そして原債権記録には,①分割をした旨 (法

44条 2項 1号) (参分割債権記録 の記録番号

(同2号) (参電子記録の年月日 (同3号)を記

録 し,さらに従来の金額 (1000万円) と分割

可能回数 (5回)を削除することと (法46条 1

項 1号),④ 分 割 後 の残 額 (700万 円)(同2

号) 6)残余の記録可能回数 (上記の例では分

割債権記録の記録可能回数が 1回であるので,

5-1-1-3(回))(同5号)を新たに記録する｡

(f)電子記録債権の支払

｢要綱｣によれば,電子記録債権の支払方法

としては,原則 として口座間送金決済契約 (法

62条)による支払以外のものは認められない

こととされる53)｡ したがって,記録機関 ･Y･

Yの決済 口座が設けられている指定参加金融

機関 (y銀行 とする)の三者であらか じめ,記

録機関がy銀行に対 して電子記録債権の支払
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期 日･金額 ･債務者口座 ･債権者口座に関する

情報 を提供 した うえで支払期 日にyが Yの決

済用 口座から債権者口座に対する払込手続をす

る旨を,契約 しておかなければならない｡

そして,電子記録債権の支払期 日の2営業 日

前に,記録機関は,上記の契約に基づいて,債

権記録のうち支払期 日,支払金額,債権者及び

債務者 口座に関する情報を,債権記録に記載 さ

れた債務者の決済担当銀行 yに提供 し,y銀行

は,債務者の指定口座から当該債権の支払金額

相当の資金 の引落 しが可能か香か を確認す

る54)0

資金引落 しが可能である場合には,y銀行は

資金引落 しのうえ,電子記録債権の債権記録に

記載 された債権者 Xの決済 口座が設けられた

金融機関 (被仕向銀行)に,振込電文の発信を

行 う｡被仕向銀行は電文を受信 した場合には,

債権者口座への入金を行 う｡このとき,内国為

替取扱規則の定めに従 って,支払期 日2営業 日

以内であれば,組戻,取消および訂正 も可能 と

される55)0

決済担当銀行 (仕向銀行)は,④の振込電文

を発信 した場合には,記録機関に対 して ｢口座

間送金決済があった旨の通知｣を行 う｡これを

受けた記録機関は,振込電文に係る電子記録債

権について,組戻等の期限である支払期 日から

2営業 日目の全銀 システムのテレ為替の通信終

了時刻経過後 の特定時限に支払等記録 を行

う56)0

(4-3)全量艮型記録機関の下での電子記録債権と

原因取引

A とY との商取引から生 じたAのYに対す

る金銭債権を原因として,発生記録請求がなさ

れ,この電子記録債権 をAがⅩに譲渡 しよう

としている場合を考えよう｡このとき,原因取

引上の権利義務 と電子記録債権の関係をどのよ

うに整序することができるかを考えてみる｡
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(a)｢無因性｣の問題

前述 (3-2)(a)で検討 した ように,A-Y

間の原因関係について消滅 ･無効 ･不存在の主

張が Yによってなされた ときに,この主張が

｢人的関係に基づ く抗弁｣(法 20条 1項本文)

に分類 され得るのかについては,必ずしも浩の

文言だけからは明らかではなく,記録機関がい

かなる業務規程の下に管理 しているのかを検討

する必要がある｡

この全銀型記録機関の特徴 として,以下のよ

うなことを指摘することができる｡

第-に,全銀型記録機関を利用 し得る者は,

その属性の要件 として, 日本在住の法人または

個人事業者であって,反社会的勢力に属するな

ど利用者 としての適格性の問題がない者に限定

され,さらに経済的要件 として,記録機関に参

加する金融機関に,当座預金口座の開設に準 じ

た審査により承諾 されたうえで,電子記録債権

の決済を行 うための決済口座を開設 していなけ

ればならない とされてい る57)｡そ して,上記

(4-2)(f)で述べた ように,電子記録債権の

決済は原則 として口座間送金決済によるものと

されてお り,全銀型記録機関は全銀システムに

加盟するすべての金融機関が参加金融機関とな

ることが予定 されてい るのであるか ら,この

｢要綱｣の下にある電子記録債権は,広 く国内

全ての事業者が国内の取引の決済の道具 として

利用することが可能であり, しかも,当座預金

口座開設に準 じた審査を受けなければ利用でき

ないものとされ,統一手形用紙を用いる手形 ･

小切手による取引を行 う者 と同等程度の信用力

を有する事業者のみが利用するものとされる｡

第二に,前記 (4-2)(a)で述べたように,

電子記録債権の内容 として記録 される事項 (法

16条 1項 ･2項)は,当事者の名称 ･住所 ･属

性,債権の金額,支払期 日,記録番号 と記録の

年月日に限られ,それ以外の情報は記録機関か

ら入手できないこととされている｡すなわち,

原因関係に関する情報は,原因関係当事者以外

の者には開示されないことを前提 として債権が
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流通することとなってお り,上記の事例におけ

るⅩがA-Y問の原因取引に関する事情 を知

る立場にあるとすれば,それは元々原因取引自

体に何 らかの利害関係者 として関わっているか

らであって,通常の電子記録債権の譲受人 とし

て事情を知っているのではない と考えられる｡

第三に,電子記録債権の譲渡には電子記録保

証が伴 うものとされ,電子記録債権の譲渡人は

主たる債務者の支払能力を担保する責任を負わ

ねばならないこととされている｡

第四に,この ｢要綱｣において原則的な決済

方法 とされる口座間送金決済 とい う決済方法は,

債務者による決済担当者 (指定参加金融機関)

への指示によって資金移動が開始する決済方法

である｡これは,手形 ･小切手の決済が債権者

側の決済担当者から債務者側の支払担当者への

支払呈示 (交換呈示)によって資金移動の手続

が開始 されるのと対照的である｡すなわち,辛

形 ･小切手の決済の場合には,資金受領者側の

金融機関からの指示によって資金移動が行われ

るため,送金側の債務者に支払資金が不足 して

いることが後になって判明 し,債権者側の決済

担当銀行が一旦資金を受領 した後に決済の巻き

戻 し (不渡返還)が生 じる可能性があるのに対

して,電子記録債権の決済では,債務者に支払

資金が不足 している場合には,決済担当者 (銀

行)は口座から引き落 とすべ き資金がないため,

それ以上資金移動の手続は進まず,不渡のよう

な決済の巻き戻 しを要する事態は生 じない｡

以上の点を考え合わせると,全銀型記録機関

における電子記録債権は,既存の手形取引が可

能な程度の信用力を有する事業者であれば,国

内のどの事業者間の取引の決済のためにも利用

することが可能であり,かつ,取引の詳細につ

いては情報が開示 されず,金銭債権 としての最

低限の要素である当事者 ･金額 ･支払期 日につ

いての情報 しか持たずに流通することが予定さ

れ,決済についても,支払期 日において債務者

が支払資金を特定の口座に用意 さえしていれば,

全銀システムを通 じて自動的に決済が行われ終

結するものとされるような仕組みが整えられて

お り,手形 と同様に,企業間信用によって生 じ

た債権 を実質的な担保 として,銀行その他の資

金の出し手が事業者に資金提供する仕組みとし

て機能 させることを企図しているものと言える｡

しかも,不渡のような決済の巻 き戻 しを心配す

る必要が無いため,手形交換のような特定の参

加者だけがアクセスできる決済システムを用意

する必要がなく,国内の預金口座間の振込 ･振

替取引のための仕組みである全銀 システムによ

る決済システムが提供 されるため,銀行以外の

一般事業者 も資金の出し手 として電子記録債権

を取得するためのノ､一ドルが,手形 よりも低 く

なっている｡

このように,手形 と同等またはそれ以上に,

原因取引当事者にとって利便性の高い決済手段

であるように仕組まれていることを考慮すれば,

この記録機関における電子記録債権が決済のた

めに利用された場合には,原因取引における契

約関係の無効 ･消滅等の事情をもっても電子記

録債権は消滅 しないものと解 して,原因関係上

の畷症が生 じた場合に電子記録債権の債務者に

一定の負担を課すこととしてでも債権の流通性

を保護することの必要性は高 く,またこれによ

って信用取引の機会が確保できるとい う点では

債務者にも有益である以上,そのような債務者

の負担 も正当化 し得るであろう｡

したがって,上記の設例において,A-Y間

の原因取引上の契約関係の消滅 ･無効 ･不存在

とい った事情は電子記録債権の消滅事由とはな

らず,ただA-Yの人的関係上に生 じた抗弁

事由であると解することが妥当である｡

(b)原因関係 と無因的な電子記録債権の関係

上述 (a)で検討 したように,全銀型記録機

関における電子記録債権が無因債権であるとす

ると,Aを最初の債権者 とし,Yを債務者 と

する電子記録債権が,A-Y間の売掛債権を原

因関係 として発生させたものであるとすると,

A-Y間では原因関係上の債権 (原因債権)を
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電子記録債権の発生記録後にどのように取 り扱

うかについて,何 らかの合意があるものと考え

ねばならない｡商業手形 と同様の利用の仕方を

前提 とするならば,少なくとも電子記録債権を

原因債権の決済の道具 として発生させることは

両当事者が合意 していると考えるべ きである｡

すなわち,AがYに電子記録債権への支払 を

して電子記録債権を消滅 させれば,その時点で

AのYに対する原因債権 もまた消滅すると考

えて良い58)｡言い換 えれば,電子記録債権へ

の支払が,同時に原因債権への支払 としての意

味 ももつものと考えることができるはずである｡

しか し,電子記録債権は第三者に譲渡するこ

とを前提 として発生させる債権であるから,電

子記録債権の支払期 日における債権者は,最初

の債権者 とは別人のⅩであるとい う場合の方

が通常の利用のされ方であると想定 しなければ

ならない｡この場合,A-Y間の原因債権は,

どのように決済されるのだろうか｡

この場合 も,A-Y問で電子記録債権を原因

債権の決済の道具 として発生させることの合意

があることが重要である｡すなわち,Aが電

子記録債権への支払を受領することによって原

因債権についても満足を得たこととなるのであ

るから,支払期 日前に電子記録債権をその割引

現在価値で第三者 Ⅹに譲渡 した場合に も,A

が Ⅹか ら得た譲渡対価 もまた,Aに とっては

原因債権を満足させるものと意味づけて良いこ

とになる｡ したが って Aは,電子記録債権譲

渡の対価 をⅩから受領 した時をもって Yに対

する原因債権についても満足を得たものとして,

Yに対する原因債権 を消滅 させて も良いこと

になる｡

｢要綱｣では,任意的記録事項である電子記

録債権の譲渡制限の記録 (法 16条 2項 12号)

は一切認められないものとされているから (前

記 (4-2)(a)),Aは電子記録債権 を弁済の

道具 として受領 した時に,既に譲渡 した場合の

ことまで含めて了解 しているものと取 り扱 って

構わない と考えられる｡ただし ｢要綱｣では,
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電子記録債権の譲渡人は併せて電子記録保証人

ともなることになっているので (前記 (4-2)

(C))59),Ⅹか ら得た電子記録債権の対価が確

定的に原因債権を満足 させると言えるのは,こ

の電子記録保証債務が消滅 した時点である｡ し

たが って,通常は,Yが支払期 日に電子記録

債権の債権者 Xへの支払 をして電子記録債権

を消滅 させた時に,A-Y間の原因債権 も消滅

することになる｡

(C)電子記録債権発生記録に伴 う意思表示の弔

症

上述 (a)(b)を前提 とす ると,A-Y間の

商取引を原因関係 として電子記録債権の発生記

録は,次のような段階に分割 して考えることが

できるだろう｡

(ア) 電子記録債権発生に関する合意

A-Y間で,特定の売掛債権等 (複数の債

権である場合 も考えられる)について,この

決済を電子記録債権の決済によって行 うこと

を合意する｡そして,電子記録債権の発生記

録請求の内容 (金額,支払期 日までの期間

(サイ ト),分割記録の可否 と可能な分割回

数)を決定 し,さらに発生させる電子記録債

権を原因債権の決済手段 とすることにつき合

意する60)｡

(イ) 電子記録債権の発生記録請求

業務規程に基づ きYが Aから発生記録請

求の権限を包括委任 された もの として,A

がその指定参加金融機関 (取引銀行)の提供

するシステムを通 じて記録機関にアクセスし,

上記合意に従 って発生記録請求を発信する｡

発生記録請求の内容は,(∋Yが一定の金額

を支払 う旨,(参支払期 日,(勤Aの名称及び

住所,④ Yの名称及び住所,⑥ 口座間送金

決済契約により支払 をする旨,⑦ A及びY

の属性 (法人か個人事業者か)⑧分割記録の

可否 ･回数制限であり,これ以外の任意的記

録事項 (法 16条 2項)については,記録請
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求が認められない (システム上入力すべき欄

が設けられないことになるだろう｡)0

(ウ) 記録機関による発生記録

発生記録請求を受信 した記録機関は,上記

記録請求事項に加えて,記録番号,記録 日時,

口座間送金決済の口座に関する記録事項 (描

定金融機関のコード,支店コード ,口座種

別,口座番号,口座名義)の他,法定事項以

外の記録事項 として,債権者 ･債務者の利用

者コード,債権者 ･債務者が法人の場合は代

表者の氏名を発生記録 として記録する｡

(i) 記録機関から債権者への通知及び債権者

による変更記録 (削除)請求

｢要綱｣によれば,この発生記録請求にも

とづ く電子記録についてAに異議がある場

合に,電子記録の通知後 5営業 日以内におい

ては,変更記録請求 (単独請求)により削除

できる (法 27条 3号,29条 1項参照)こと

について,Y,A,記録機関が予め同意 した

ものとして取 り扱われる｡そこで記録機関は,

上記発生記録の内容について指定参加金融機

関を通 じてAに通知 し,Aが5営業 日以内

に変更記録請求によって削除の請求をすれば,

発生記録を削除する61)0

さて,上記のような手順によって発生記録が

された電子記録債権について,後にYが錯誤,

詐欺,無権代理人,なりすまLによる意思表示

等の事情があったことを根拠に支払を拒むよう

な事態が生じる可能性がある｡ しかしその場合

の法律構成 としては,発生記録請求自体に畷症

があるとの主張を選択する場合 と,記録請求の

前段階である原因債権を発生させた契約関係に

畷癌があるとい う主張を選択する場合 とがあり

得る｡

前者の主張 (発生記録請求自体の戦痕)の主

張が選択された場合,この主張を電子記録債権

法上 どのように位置づけるべ きかは,特にY

と第三者 (上記の設例では電子記録債権の譲受

人 Ⅹ) との関係 を考える際に重要な法的問題

である｡すなわちこの主張が,電子記録 (この

事例では発生記録)請求の意思表示について民

法 93条～96条や民法 113条 1項によって無効

(｢なりすまし｣の主張であれば意思表示が不存

荏)であるが故に効力がなく,したがって発生

記録自体が無効であるとの主張であると位置づ

けるのであれば,この主張が人的関係に基づ く

抗弁 (法 20条 1項)に該当するかは必ず しも

明 らかではな く,それらの畷症についてⅩが

善意であるとしでも,同条によってではなく,

民商法における戦痕ある意思表示や無権代理行

為に関する第三者保護規定の適用 ･類推適用の

可否によって,Ⅹの保護の可否や程度 を決す

ると解すべ きと思われる (前述 (3-2)(b)

(C)参照)0

しかし ｢要綱｣によれば,上記のように,全

銀型記録機関における発生記録請求自体は,倭

務者 となる者が単独で,ごく限られた項目の定

型的内容の情報を,参加金融機関が顧客である

債務者に提供 したシステム-の入力の動作によ

って記録機関に向け発信するだけの行為であり,

発生記録請求当事者の真意や,発信者 と債務者

の同一性の有無,発信者の権限の有無などは記

録機関にも債権者にも確認 しようがない｡それ

故,上記のような ｢畷症｣の問題は,実は(7)の

段階での合意事項 との鮎鹿がある,あるいは(ア)

での合意そのものに真意 との敵齢,代理権や当

事者の同一性に関する誤認があったとい う問題

であって,(イ)の段階の行為に塀痕がある場合が

あるとすれば,参加金融機関または記録機関が

提供するシステムそのもののバグや誤動作によ

るもの以外はあり得ない とい う考え方もできそ

うである｡

ただし,上記(ア)の ｢発生記録請求の内容に関

する合意｣は,時間的には(イ)に先行 して原因債

権の取 り扱いに関する合意 と併せて合意される

としても,法的性質 としては発生記録請求の発

信 と一体不可分であって,これは原因債権に関

する合意である(ア)と区別 して,(イ)の段階の行為

であると構成すべきであるとも考えられる｡少
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な くともこの構成の方が,法5条 ･12条 ･13

条の条文が前提 とする電子記録請求の意思表示

の構造 (Y-A一記録機関三者間の3面的意思

表示)に忠実な解釈である｡

しか しながら,全銀型記録機関が手形代替型

の電子記録債権の創設を目指すものであり, し

たがって多種多様で様々な法的塀痕を生 じさせ

る可能性がある商取引から生 じた原因債権の決

済の道具でありながら同時に高度の流通性を帯

びた財産権 として電子記録債権を流通 させなけ

ればならないのであって,電子記録債権の成否

を直接左右する意思表示の内容から,個別取引

に関わる具体的事情を一定程度排除する必要性

が存在することは否定 し得ない｡すなわち,莱

生記録請求に関する意思表示に錯誤 ･詐欺 ･無

権代理等の法的塀症があるとの主張については,

上記(ア)の段階に分類 される合意の畷癌 と整理 し,

したがってせいぜい ｢人的関係に基づ く抗弁｣

として主張 し得るだけであり,善意の第三者に

は原則 として対抗できないものとする理論構成

(本稿では手形法における手形行為の性質に関

する主張になぞらえて ｢形式的行為説｣ と呼ぶ

ことにする)の可能性は否定すべ きではない と

考える｡

もちろん,この ｢形式的行為説｣を採用する

と,民法 93条～96条が電子記録請求にも適用

されることを前提 とする法 12条は,実質的に

死文化 して しまうこととなる. しか し, もとも

と電子記録債権法自体が実務界に想定 される多

様なニーズに応えるぺ く汎用的なツールとなる

ことを目標に立案 ･立法されたものであるのだ

から,特定の用途に特化されたシステムにおい

てある条文が死文化する解釈がなされることが

あっても,そのこと自体は格別問題ではない｡

また,上述 (3-2)(C)でも触れたように,

無権代理やなりすまLによる発生記録請求がな

されているとの主張は,全銀型記録機関が用意

する制度の下では,参加金融機関が顧客に提供

するシステムにおいて,本人確認のためのシス

テムが破 られ,権限のない他人が債務者本人の
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アカウントでシステムにアクセスしてしまった

とい う主張である｡そうだとすると,まずはシ

ステムを提供 した参加金融機関 とその顧客の間

で損失を割当てることで解決すべ き問題 と位置

づける方が,適切な結論を導けるのではないか

と考える｡すなわち,無権代理やなりすまLに

よる発生記録請求 との主張は,これを発生記録

そのものの無効 と結びつける無権代理 (または

意思表示の不存在)の主張 とするのではなく,

システム外の事情によってたまたま無権代理等

の事情を知 っている者に対 してだけ主張できる

抗弁であり,人的関係に基づ く抗弁であると整

理する方が適切であると思われる｡そ して,

｢形式的行為説｣は,まさにそのような整理の

解釈上の根拠た り得る法律構成なのである｡

もちろん,実際にシステムが稼働 して現実に

事業者によって利用され初めなければ,こうし

た解釈論の妥当性は最終的には判断できない｡

例えば,全銀型記録機関が全銀システムと連結

していることから商取引の決済の一般的手段 と

して広範に利用 されるようになり,信用の手段

としてよりは,単に支払の一方法 として意識 さ

れるようになったような場合には,発生記録請

求に関する合意を抽象的 ･形式的な行為 として

理解するような解釈理論は,現実 との帝離の甚

だ しい技巧的に過ぎる理論 として,その妥当性

を疑われることとなるだろう｡ したがって,最

終的な結論はなお保留せざるを得ないが,上記

のような解釈の可能性は排除すべ きではない と

考える｡

(d)人的抗弁を第三者に対抗できる場合

法 20条 1項 に よれば,設例 のYはAに対

する人的関係に基づ く抗弁 をA以外の電子記

録債権 の債権者 には対抗 で きないが,Ⅹが

｢債務者 を害することを知 って｣電子記録債権

を取得 した場合には,なおYはXに抗弁 を対

抗することができる｡上述 (a)～(C)を前提 と

すれば,この場合の人的関係にもとづ く抗弁 と

は,典型的には原因関係にもとづ く原因債権の
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消滅 ･不存在等の抗弁が挙げられるが,解釈に

よっては,発生記録請求に関する意思表示の畷

症等の主張 もまた,人的関係にもとづ く抗弁 と

なり得る｡

問題は,｢債務者 を害することを知 って｣ と

は,具体的にどのような事情を知 っている場合

を指すか とい うことである｡

これについては,手形法 17条但書の通説的

解釈を念頭において,いわゆる河本フォーミュ

ラをあてがって,｢債務者が支払期 日に抗弁を

対抗することが確実であることの認識｣がある

ことを指す とい う理解が一般的な理解であるよ

うである62)｡ しか しいわゆる ｢河本 フォーミ

ュラ｣は,指名債権譲渡の法理が債権譲渡の本

則であって,本来は手形債権にも適用されるべ

きである, との前提から導かれた判断基準であ

る63)｡これに対 して,たまたま全銀型電子債

権記録機関においでは原因取引の決済の道具 と

して用いることが前提 とされているが,電子記

録債権自体は,手形 と異なり,当然に決済され

るべ き原因関係を想定 している制度ではないの

で,法 20条 1項の解釈 として,当然に ｢河本

フォーミュラ｣を用いることができるのかは疑

問である64)0

もともと電子記録債権は ｢指名債権でも手形

債権でもない,新 しい類型の債権｣ として構想

されたものであり,抗弁接続の法理が ｢本則｣

として呼び出されるべ きとは限らない｡むしろ

法 20条 1項本文は,電子記録債権は原則 とし

て無因債権であること ｢抗弁｣ とい う観点から

再確認する規定で しかなく,固有の規範 として

重要な規定はただし書 きの方であると解する方

が自然であろう｡そ して,法 20条 1項本文は

｢人的関係にもとづ く抗弁｣ とな何か とい うこ

とについて具体的に列挙する方法をとっていな

いことからすると,ただし書きも具体的な事情

を想定 して規定されているのではなく,債権の

無因性を貫徹することがかえって利害関係者の

妥当な紛争処理を妨げて電子記録債権の利便性

を損なうような場合を慮 って規定されたもので

あり,いわゆる ｢一般悪意の抗弁｣のような一

般条項的性質を有する規定 と理解する方が,電

子記録債権法の立法趣旨に適 った解釈であろう｡

しか し,全銀型記録機関における電子記録債

権に限定 して考 えるのであれば,法 20条 1項

には,もっと具体的な意味を見出すことができ

るかもしれない｡すなわち,商取引の決済手段

であるのと同時に信用の道具でもあるものとし

て利用 されることを前提 として,電子記録債権

の無因性を根拠に債務者に電子記録債権への支

払を強制 し得る場合であっても,その支払によ

って原因取引の決済が完了せず,結果 として債

務者が損害を被ることになるような電子記録債

権の利用の仕方が一般化 して しまうと,｢要綱｣

が目的 とするように手形代替的な電子記録債権

の利用の実現はかえって困難 となる｡そこで,

意図的にそのような利用のされ方をすることを

抑止することが,｢債務者 を害する｣ とい う要

件の機能であると考えるのである｡

同条の機能をそのように捉えるのであれば,

同条 1項ただし書 きにおける ｢債務者を害する

事情｣ とは,債務者が電子記録債権への支払を

しても原因取引の清算に髄歯が生 じて しまい,

その結果債務者に損害が生 じて しまうような事

情のことになる｡ もっとも法文上,そのような

事情の存在を ｢知 って｣いたかどうかの判断の

基準時は電子記録債権取得時であるのに対 して,

支払を強制すると債務者に損害が生 じると想定

されるのは支払期 日以降のことであるか ら,

｢害することを知る｣ とい う認識の内容には,

将来への予測の要素 も含まれることになる｡ し

か し,不適切な電子記録債権の利用を一般的に

抑止することを目的 とするのであるならば,倭

権者の主観的 ･個別的な観測の内容に極力左右

されないような規範 とすべ きである｡

したがって,将来の損害発生まで具体的に認

識 していたことを要すると解すべ きではなく,

一般的に将来の損害発生が明白であるような事

由の存在 を認識 していれば,｢害することを知

って｣取得 したことになると解すべ きである｡
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すなわち,電子記録債権を取得 した者が,取得

時において,その事情が解消 しないま支払が強

制 されれば債務者に (主 として原因取引上の)

損害が生 じることになることが客観的に明らか

であるような事情を知 っていた場合には,将来

の損害発生の可能性を認識 していたか否かを問

わず,｢債務者を害することを知 って電子記録

債権を取得｣ した場合に該当することになる｡

そうすると,例えば上記設例におけるA-Y

間の原因関係が既に解除されていることをⅩ

が知 っていた場合は当然であるが,Ⅹの電子

記録債権取得時にA-Y間の原因関係の解除

の意思表示はされていなかった場合でも,例え

ばAが Y との原因関係上の反対債務について

履行不能に陥っていることを知 っていれば,そ

のままYに電子記録債権の支払を強制すれば

債務者 Yに損害が発生することは明 らかであ

るか ら,｢債務者を害することを知 って｣いた

こととなる｡ しか し,単にAが反対債務につ

いて履行遅滞に陥っているとい う事情 しかない

場合,Yに支払 を強制すると損害が生 じるこ

とが明白であるとは言えない｡Yが支払 をし

た後にAが反対債務の履行 をする可能性 も残

されているからである｡ したがって,法律上は

履行不能ではない として も,Aに履行すべ き

資力が残 されていないことまで知れているので

あれば,やは りYに支払を強制すると損害が

生 じることは明 らか と言える｡Aが反対債務

について不完全履行の状態である場合 も同様で

ある｡原則 として追完の可能性がある以上は,

損害発生が明白であるとは言えない｡ しか し,

Aに追完の余力が残 されていない ことが知れ

ているのであれば,損害発生は明白と言えよ

う65)66)0

もっとも,この間題についても,実際にシス

テムが稼働 して現実に事業者によって利用 され

なければ,こうした解釈論の妥当性は最終的に

は判断できない｡仮に決済手段 としての比重が

大きくなれば,河本フォーミュラに依拠 して取

得時の債権者の主観的要素を積極的に判断基準
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に盛 り込んだ方が,適切に紛争の解決を導ける

ことになる可能性 もある｡それ故,最終的な結

論はなお保留せざるを得ない｡

(4-4)電子記録債権の支払受領の権原に関する

リスクへの対処

(a) 無権利者への支払による免責の可否

A とYとの商取引から生 じた AのYに対す

る金銭債権を原因として,発生記録請求がなさ

れた電子記録債権につきAがⅩに譲渡 して資

金 を得たが,Ⅹがこの電子記録債権 を譲 り受

けたときに記録機関に譲渡記録請求をしたのは

Aの無権代理人 A2であった場合を想定する｡

既述のように,全銀型記録機関における電子

記録債権の支払は,予め利用者 ･参加金融機

関 ･記録機関の間で締結 されている口座間送金

決済契約にもとづ き,支払期 日になれば自動的

に債務者の指定 口座から債権者の指定 口座へ と

全銀システムを経由して送金 (振込)の手続に

よって送金されることになっているので,上記

のような不払いの要請があったにもかかわらず,

Yが決済 口座 を開設す るの指定参加金融機関

に対 して何 らかの指図をしなければ,そのまま

Ⅹの決済用 口座への送金によって支払がなさ

れ,記録機関が当該電子記録債権について支払

記録をすることとなる｡

法 9条 2項は,電子記録名義人が電子記録債

権についての権利を適法に有するものとの法律

上の推定 を受けるとする一方で,法 21条は電

子記録名義人への善意 ･無重過失の支払は,支

払を受領 した電子記録名義人が支払を受ける権

利を有 していなかった としても支払 としての効

力を有するとしている｡すなわち上記 (3-3)

(a)で述べた ように,Yは形式的資格 を有す

る手形所持人に対する手形債務者 とほぼ同じ立

場にあるか ら,例 えば支払期 日前にYが Aか

ら連絡 を受け,A2によるⅩへの譲渡記録請求

は無権代理行為であ り,Aはこの無権代理行

為についての追認拒絶の意思 も既にⅩに通知

したのであるか ら,YもAへの支払 を拒絶す
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るようにと要請された場合でも,単にそのよう

な要請 を受けたとい うだけでYが法 21条にお

ける ｢悪意｣｢重大な過失｣ある者 とされるべ

きではなく,そのまま口座間送金決済による支

払手続を進めても同条により免責されるものと

して,｢無権利の抗弁｣による決済の停滞 を回

避すべきである｡

そして,手形法 40条 3項の解釈に準 じて法

21条ただ し書 きを解釈すれば,電子記録名義

人に債権記録上の権利が帰属するとの法律上の

推定 (形式的資格)が与えられていることを前

提に,Ⅹに付与 される法律上の推定 を破 るだ

けの証拠手段 をYが有 しているか,またはそ

のような証拠手段を簡単に入手 し得る立場にあ

る者は,そのまま支払をして しまうと法 21条

ただし書 きにおける ｢悪意または重大な過失あ

る｣者 とされ,Aとの関係において免責 を得

られないことになる｡

もっとも,手形法 40条 3項の ｢悪意 ･重過

失｣について,これを ｢所持人の無権利を容易

に証明 し得る証拠手段を保持 しているか,また

はそのような証拠手段を容易に獲得 し得た｣場

合であるとする解釈 (詐欺説)に対 しては,権

利の実現を怠る他人 (真の権利者)の利益のた

めの応訴を手形債務者に義務づけることになり,

債務者に過酷な解釈であるとする有力な批判が

存す る67)｡この批判によれば,満期に支払 を

する者は,勝訴の見込みがあるときにも,必ず

しも訴訟の労を引き受けなければならないわけ

ではな く,真の権利者に事情を知 らせて,｢自

分で自らの権利を守らなければ私は支払 う｣ と

通告すれば,自己の権利状況について認識 を与

えられた真の権利者が自らの権利を守るための

労を執 らない以上,支払をする者はもはや悪意

とはいえないから,真の権利者 との関係でも免

責されるべ きであるとする (害意説)｡この見

解は,手形法 40条 3項が敗訴の危険から支払

をする者を守る機能を有する点に着目するもの

で,敗訴の危険の低い法的畷症 (手形法 16条

1項によっても証明責任が支払側に転換 されて

いない環症)については,単に畷癌を知 って支

払 っただけで悪意の支払 として免責を否定す

る68)｡この見解が適切であるとするならば,

法 21条ただ し書 きの悪意 ･重過失についても

同様に解すべ きこととなるだろう｡

手形法 40条 3項の解釈問題は本稿の目的外

であるが,全銀型記録機関の下での電子記録債

権に関する法 21条の解釈 としては,この害意

説の前提には同意できない｡

すなわち,電子記録債権を ｢電子化 された手

形｣ として利用 し得るものとするためには,法

21条は,単に債務者の敗訴の危険を除去する

ことだけを目的 とする規定 として扱 うだけでは

不十分であり,電子記録名義人の形式的資格の

みを根拠に支払をした者に法的な免責を保障す

ることを手段 として,迅速な決済を実現するた

めに機能させるべ きである｡ ところが債務者が,

他人であるはずの真の権利者の利益 となる証拠

手段を支配 している場面 とは,電子記録債権へ

の支払をしても,その発生 ･譲渡の原因関係 と

なった商取引は正常に清算され得ない場合であ

り, しかも債務者は,自己の支払によっても原

因関係が正常に清算 されずに,利害関係者の利

得損失の関係に歪みが生 じて しまうことを十分

認識 している場合なのである｡そのような事態

に至っているのに,債務者に迅速な決済を促す

利益は存在せず,法 21条本文による免責を認

める前提を欠 くと考える｡

一見 したところ,他人の利益のために応訴を

義務づ1ナられるのは過酷であるとい う指摘はも

っともな指摘であるようにも思えるが,この場

合の債務者は,自己の支払によって電子記録名

義人が不当に利得 し,かつ,真の権利者が損失

を負 うことを認識 しながら支払を強行 して,自

分だけは電子記録債権の流通および支払によっ

て結びつけられたい くつもの原因取引の清算の

関係から離脱 しようとしているわけである｡こ

のように,債務者が,自らは電子記録債権を原

因取引の決済の道具 として利用 しておきながら,

決済の時点では他人に原因関係上の利得の歪み
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を故意に押 し付けるような行為 を抑止すること

は,必ず しも ｢過酷｣ とまでは評価できない と

考える69)｡

(b)譲渡記録請求の無効

前記 (3-3)(b)で述べた ように,電子記

録債権の発生記録には戦痕がない場合であって

ち,①譲渡記録請求の時点ではAが当該電子

記録債権の債権者ではなかった場合や,②譲渡

記録請求時点にAが電子記録債権 の真正な債

権者ではあったが,AまたはⅩに よる譲渡記

録請求の意思表示に法的な畷痕がある場合には,

譲渡記録の効力は生 じないが,Ⅹは法 19条 1

項によって電子記録債権を善意取得する余地が

残 されている｡

この うち(丑の年型の事例 (例 えば,A-Ⅹ間

の電子記録債権譲渡の記録請求以前に,電子記

録債権の最初の債権者 Aoか らAに電子記録

債権が譲渡 された旨の譲渡記録がなされていた

が,このAo-A間の譲渡記録の記録請求にお

ける意思表示に通謀虚偽表示や無権代理人によ

る譲渡記録請求などがあり,譲渡記録が無効 と

されているなど)の場合,法 19条 1項により,

A-Ⅹ間の譲渡記録請求の時にAが電子記録

債権の債権者ではない ことをⅩは知 らず,か

つ知 らなか ったことにつ きⅩには重過失 もな

か った ことが証明 されれば,Ⅹは電子記録債

権 を取得すると解することについて,特に問題

はない70)0

しか し②の類型の事例 (例 えばAによる譲

渡記録請求に要素の錯誤があった,A名義で

譲渡記録請求をしたのが無権限の使用人だった

等)の場合 も,Ⅹに譲渡記録請求の意思表示

に法的環痕があることについて悪意 も重過失 も

ない ことが証明 されれば,Ⅹは法 19条 1項の

要件 を満た した もの として,法 12条 1項や表

見代理制度その他民商法上の善意者保護制度に

依拠することな く,電子記録債権を善意取得す

ることができると解 して良いだろうか｡

前述の通 り,法 19条 1項ただ し書 きにおけ
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る悪意 ･重過失 とは,譲渡のための法律行為

(譲渡記録請求)に無効 ･取消事由その他消滅

事由があることについての悪意 ･重過失にまで

及ぶ ものとの解釈は,文言の解釈 としてはむ し

ろ自然である71)｡ しか し既述 の通 り,全銀型

記録機関の下では,電子記録債権の譲渡人 とな

る者は,譲渡記録請求 と併せて保証記録請求 も

行い,譲渡 と同時に電子記録債権の電子記録保

証人 となることとされてお り72),例 えば譲渡

代金について第三者による詐欺的な行為があっ

た とか,参加金融機関のシステム-のアクセス

権限のない者がAに代わって不法にアクセス

をして電子記録請求を行 ったなどの問題は,譲

渡記録請求についても保証記録請求についても

共通の塀症 となるのであるか ら,その法的処理

についても平氏を合わせるべ きであろう｡

すなわち, もしも保証記録請求について意思

表示の塀症や代理権の戦痕に関する民商法及び

法 12条 1項の規定 を通用す るのであれば,譲

渡記録請求について も同様に扱い,そうした畷

症については法 19条 1項では治癒せず,Ⅹが

債権 を取得 し得 るか香か も,法 12条 1項その

他民商法の善意者保護の規定の解釈によるもの

とすべ きである｡ しか し,保証記録請求につい

て も (4-3)(b)で述べ た ｢形式的行為説｣

を適用 して,保証記録請求に関する意思表示や

代理権の戦痕は認めず,詐欺や無権代理の抗弁

は人的抗弁に止 まるものとするならば,譲渡請

求に関する意思表示や代理権の戦痕についても,

法 12条 1項及び民商法による善意者保護制度

の適用の可否にかかわ らず,法 19条 1項によ

る債権の帰属の変動の主張を認めても良いこと

となろう｡

｢要綱｣では,譲渡記録請求 も保証記録請求

ち,発生記録請求 と同 じく, システム上は電子

記録義務者 (譲渡 ･保証の場合には譲渡人 ･保

証人 となる者)が単独で請求 し,電子記録権利

者 (譲受人)が 5営業 日以内に削除を請求 しな

い限 り,譲渡人 ･保証人の請求通 りの譲渡記録

及び保証記録がなされることになってお り73),
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譲渡記録請求や保証記録請求は譲渡人 (保証

人)が参加金融機関が提供するシステムを通 じ

て記録機関に対 して電子記録請求を送信するこ

とで一応完結 して しまい,その意思表示につい

ての戦痕や代理権の有無に関 しては, システム

的に譲受人の関知 し得ない ものとなっている｡

したがって,善意の譲受人保護の必要性は高い

し,また譲渡人の錯誤や,無権限の者によるシ

ステム-のアクセスの危険については,参加金

融機関が提供するシステム上の確認画面や認証

手続の整備で対応することが促 されるべ きであ

り,譲受人にその リスクを引き受けさせる必要

性は低いように思われる｡

したがって,全銀型記録機関の下では,譲渡

記録請求に関する意思表示の戦痕や代理権の戦

痕について善意かつ重過失のない譲受人は,法

19条 1項によって電子記録債権の善意取得 を

主張 し得るものと解 して良い と考える｡

5.今後の課題

全銀型記録機関の下で発生 ･譲渡 ･保証 ･分

割 ･決済がなされる電子記録債権は,利用者が

参加金融機関の提供するシステムを通 じて発生

記録請求の意思表示を行 うことになってお り,

電子記録債権に関する意思表示 と原因取引に関

する意思表示 とを形式的に分離 して考えること

が容易である｡そのため,｢要綱｣に依拠 して

検討する限 りでは,電子記録請求に関わる法的

畷痕の主張を電子記録債権行使の段階か ら排除

して,当事者間の人的関係に関わる法的問題 と

して処理するとい う解釈 も容易に行えそうに思

える｡

しか し,そのような解釈が真に妥当であるか

は,実際にどのようなシステムが構築 され運用

されるかにかかっている｡特に,各参加金融機

関が顧客 との間でどのような内容の契約を締結

し,また実際にどのようなシステムを提供 し,

システム運用をどのように行 うのかによって,

あるべ き解釈が全 く異なることとなる可能性は

十分にある｡本稿では,商業手形 と同等の機能

を有する電子記録債権 を提供するものとしてシ

ステムが構築 ･運用 されることを前提 として考

察をしてきたが,例 えば手形貸付 と市場型間接

金融 とを組み合わせるようなシステム運用が主

流 となるのであれば,おそらくは本稿の考察は

かな り的外れなものに終わることとなろう｡す

なわち,参加金融機関自身が最初の債権者 とし

て,顧客への与信手段 として電子記録債権の発

生記録をなし,分割記録の制度を用いるなり,

SPEを用い るな りして流動化 (証券化) させ

ることで与信 リスクの分散 を図るような利用法

を採用するのであれば,商業手形 と同様の ｢原

因関係｣を想定 し,当事者毎の善意悪意等の個

別的事情 を考慮 した法的問題の処理の仕方は適

切ではなく,む しろ社債の発行 ･流通に頬似す

る法律関係 として,個々の債権者の事情を考慮

せず画一的 ･集団的な処理 を図ることを目標 と

すべ きことになるものと思われる｡

また,｢要綱｣において も末だ検討事項 とし

て残 されている,支払不能ルールの内容の確定

ち,全銀型記録機関の下での電子記録債権の利

用法に大 きく影響 して くる可能性がある｡

すなわち,｢要綱｣は ｢電子記録債権の信頼

性お よび流通性 を確保するため,『支払不能』

となった利用者 (以下 ｢支払不能利用者｣ とい

う｡)の排除を目的に,記録機関において ｢支

払不能｣情報の登録および当該情報の参加金融

機関による共有を行 うこととし,支払不能利用

者に対 して一定のペナルティを独禁法に抵触 し

ない範囲で課する｣ とし,具体的には支払不能

事由として (∋支払資金不足 ② 支払資金不足

以外で資金引落 しができなかった場合,の2類

型 を掲げ,現行の手形交換所における不渡届 ･

不渡異議の制度 に概ね準 じる制度 を用意 し,

｢支払不能情報セ ンター｣での情報共有 をし,

支払不能利用者へのペナルティとしては,銀行

取引停止か,次善の策 として電子記録債権の利

用停止 を課す こ とを検討す るもの としてい

る74)｡これは法制定過程で国会 において ｢債
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権の期限に支払えない債務者への対応措置の検

討を行 うこと等により取引全体の安全性 と健全

性の確保に努めること｣ との附帯決議75)がな

されていることへの対応であると思われる76)0

仮に現状の不渡ルール と同様に銀行取引停止

措置を伴 う厳 しい支払不能ルールが通用 される

こととなれば,このルールを事実上の支払強制

手段 とすることを見込んで,実質的には保証目

的で電子記録債権を利用する貸金業者等 も出現

することも想定される｡ しか し,そのような手

段 として用いられることとなった場合には,融

通目的で振出 ･裏書がなされた手形 と同様に,

無因債権 としての性質をどの程度 まで貫徹 させ

るべ きかについて,特に本稿では検討 しなかっ

た電子記録保証の独立性 (法 33条 1項) との

関係 も含めて,商業手形 とは別異の利益衡量が

必要になる可能性もある｡

このように,同じ ｢要綱｣の下にあっても,

その利用の仕方についてはなお未確定な部分が

多い｡ したがって,ほとんどの問題については

暫定的な結論にしか至ることができなかったが,

問題へのアプローチの方向については,本稿に

おいてある程度の見通 しをつけることはできた

のではないかと考える｡今後,より具体的なシ

ステムの姿が明らかになった時点で,再考すべ

き点や新たな論点につき論 じることとしたい｡

注

1) 経済産業省 ･電子債権を活用 した ビジネスモデ

ル検討 WG報告書 ｢電子債権構想一IT社会にお

ける経済 ･金融イ ンフラの構築 を目指 して-｣

(平成 17年4月13日)｡金融審議会金融分科会情

報技術革新 と金融制度に関するワーキンググルー

プ (座長メモ)｢金融 システム面か らみた電子債

権法制 に関す る議論 の整理｣(平成 17年 7月 6
日)

2) 全国銀行協会 ｢電子記録債権の活用 ･環境整備

に 向 け て｣http://www.zenginkyo.or.jp/news/
2008/03/18160000.htm1

3) 全国銀行協会 ｢電子債権記録機関要綱｣(平成

21年 3月)http://www.zenginkyo.or.jp/news/
entryitems/news210324｣.pdf

4) 始 関正光 -高橋康文 ｢電子記録債権 の解説

(1)｣NBL863号 10頁参照

5) たとえば原因取引が解除された後にまで,当該
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原因取引の解除につき帰責事由のある当事者でも

ある手形所持人が ｢手形の無因性｣ を盾にとって,

当該取引の決済のために交付 された手形への支払

いを強制 した とすると,債務者は,既に相手方の

責に帰すべ き事由により解除 した契約の決済を強

制 されたのと同じ結果 となる｡法律構成は種々考

え得るが,この場合の手形所持人による支払強制

を正当 とするような解釈理論は,誤 りと言って良

かろう｡

6) ただし,強迫による手形振出や制限行為能力者

の扱い等,細かい点については議論の余地がある｡

7) いわゆる ｢手形理論｣に関する論争は,この結

論自体は承認 しつつ,手形債権の発生原因に関す

る法律構成 と整合的にこの結論を導 くための理論

的枠組みをどう構築すべ きかについての論争であ

る｡

8) ただ し,手形振出人の署名 (記名捺印)が無権

限の者による署名 (無権代理署名 ･偽造署名)で

あ り,かつ手形交付の直接の相手方 (受取人)が

無権限署名であることにつ き悪意であった場合に

ついては,判例では一貫 してこれを第三者にも対

抗できる抗弁 (物的抗弁) として扱われている｡

したがって,原因取引において債務者企業から有

効な授権をされていない者 と取引の相手方 とが共

謀 しているような場合,その一環 として振 り出さ

れた無権代理署名や偽造署名のある手形について

は,むしろ当該手形の取得者に リスク負担 させる

判例が最高裁によって積み重ねられてきた｡最判

昭 36.12.12民集 15-ll-2756,最判 昭 39.3.29判時

1135-125,など｡ この一連の判例に対 しては,多

くの学説が手形の流通性を阻害するものとして批

判的な立場 をとるが,この問題に関する最高裁の

態度は揺るぎない ように見える｡

9) 例 えば,YがAに対す る原因債務支払のため

にAを受取人 として約束手形 を振 り出 したが,

Aが手形 を盗取 されて しまい Ⅹがこれを所持す

るに至 った としよう｡この とき,Yが Ⅹに手形

金 を支払 って も,AはYに対す る原因債権相当

分 の対価 を全 く取得で きない｡ したが って,Y

は手形への支払 をもってAに対す る原因債務 を

消滅 させ ることがで きず,Aに対する二重払い

を強いられる可能性が生 じる｡この二重払い リス

クは,仮 にⅩに手形所持の正当権原あ りとい う

制度整備がなされた としで も,なおYの手形金

支払拒絶に大 きな誘因を与えることになろう｡

10) 手形法 16条 1項 ･同77条 1項 1号により,塞

書連続ある手形を所持する者に手形上の権利が帰

属 していないことを主張する者は,そのことの証

明責任 も負わされる｡｢裏書の連続｣は,手形上

の記載に矛盾 ･欠落がないこととい う外形的 ･形

式的要件 を備 えさえすれば認められるのに対 して,

手形のように樽転流通することを予定する証券に

ついて,第三者が特定の所持人に至るまでの流通

過程で法的環症があったことの証明負担は相対的

に困難であろう｡すなわち,同条は手形所持人が

権利行使するに際 して,所持人に強力な法的地位

を与えていることになる｡ しか し, もちろん第三

者の証明が成功すれば無権利者 と認定 されること

もあり得 るから,実質的権利 とは異なる法的地位

とい う意味で ｢形式的資格｣ と呼ぶのである｡

ll) 手形法 16条 2項の適用範囲をめ ぐっては,学
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説上の争いがある｡同条 を動産即時取得 (民法

192条) と同意義の規定 と捉える立場では,本文

に挙げたように,手形上の権利が譲渡人に帰属 し

てると誤信 して手形を取得 した者のみが本条で保

護 され得るとするのに対 して (制限説),本条の

意義をより広範に捉えて,手形譲渡行為自体に塀

痕がある (裏書人の代理人として裏書署名 した者

に代理権が存 しなかった,裏書署名自体が偽造署

名であった,裏書人に錯誤 ･心裡留保等があった,

裏書人が制限行為能力者であった等々)ことにつ

いて善意で手形を取得 した者 も,本条により救済

され得ると解する立場 (非制限説)が有力に唱え

られている｡前田庸 『手形法 ･小切手法』(有斐

閣 ･1999年)429頁以下参照｡後者の説によるな

らば,形式的資格の制度は,手形債権を処分する

権原のみならず,代理権や行為能力についても軍

症なきものと推定させる機能を有することとなり,

支払受領者の地位をより一層強化するものとなる｡

12) このような解釈が一般に受け入れられている理

由は,単に所持人の無権利を認識 しているだけで

は,所持人が形式的資格を背景にして手形金支払

請求の訴えを提起 してきた場合に勝訴 し得ないか

らである｡すなわち,形式的資格ある所持人には

手形上の権利が帰属すると法律上推定 されている

から,支払を拒む側が所持人への権利帰属を香定

する証明責任を負わされることになる｡ しか し,

善意取得制度の下では,正当な所持人の下から手

形が紛失 したり盗難されたりしたことを証明 した

だけでは証明責任を尽 くしたことにならず,所持

人に至るまでの手形の流通過程で善意取得者が存

在 しないことを証明 しなければならない｡この証

明には,所持人の手形取得時における悪意または

重過失の立証が不可欠であり,相当な困難が予想

される｡そこで,一般には,｢所持人の無権利を

容易に証明し得る証拠手段を保持 しているか,ま

たはそのような証拠手段を容易に獲得 し得た｣場

合に初めて手形法40条 3項における ｢悪意又は

重過失｣の要件に該当して免責的支払ができなく

なると理解 されている (詐欺説)｡ただしこの考

え方は,裏を返せば証拠手段を有 している場合に

は真の権利者 との関係で応訴義務を課されること

になるが,そのこと自体が不当であるとする有力

な批判 も存在する｡後注 (68)参照｡

13) 銀行取引約定書 (ひ故形)6条参照｡(同ひな

形は2000年廃止)

14) 例えば東京手形交換所規則 62-65条参照｡

15) ただ し銀行取引停止処分については,通用され

た企業の破産原因 (支払停止) となるような強力

な制裁であるため,独禁法上の不当な取引拒絶 ･

取引制限に該当するのではないかについて別途検

討の必要がある｡この点について,下級審判決で

あるが,以下のような判示 (東京高判昭和 58年

11月 17日金法 1050号43頁)がなされたことが

ある｡

｢取引停止処分は,正当な理由のない手形,小

切手の不渡 り (その被害者すなわち手形,小切手

によって支払を受けられない者は,金融機関であ

ることもあれば,その以外の手形,小切手の所持

者であることもある｡)の続出は手形制度に対す

る信用を失わしめることから,経済界において広

く行われている手形,小切手による信用取引の重

要性に鑑み,手形,小切手の不渡 りを出した不良

取引者を信用取引の場から一定期間排除すること

により,直接,間接に不渡手形の乱発,横行を防

止 して手形,小切手取引の安全を確保 し,その円

滑な運用 を担保することを目的 とした制度であ

る｡｣
｢従 って,手形交換 を行わない手形交換所 を想

定できないのと異なり,取引停止処分は手形交換

所にとって理論上絶対的に必要な制度 とい うこと

はできないけれども,それは原告主張の如 く単に

金融機関自身の取引の安全を図る私的な利益保護

のための便宜的な制度ではなく,手形,小切手に

よる信用取引を行 う者 (金融機関も含む｡)全体

のために,経済界において広 く行われている右信

用取引の安全を守 り,手形制度の信用維持を図る

とい う公益目的に資するものとして,手形交換業

務 と密接に関連 し,相伴 って重要な役割を果たし

ているものとい うことができる｡ しかも,取引停

止処分は独禁法及び適用除外法の制定前手形交換

所の創設当時から行われ,我国経済界において手

形交換業務 と並ぶ手形交換所の主要な業務 として

定着 した制度であることは顕著な事実である｡｣

｢(中略)右に説示 したところからすれば,取引

停止処分制度をもって独禁法の意図する公正な競

争を阻害するおそれのある不公正な取引方法 (第

二条第九項｡一般指定第-号にい う ｢不当な取引

拒絶｣)に該当する行為をさせるようにするもの

とはなし難い (同法第八条第-項第五号｡なお同

項第四号にい う ｢不当に制限すること｣に当たる

ともな し難い) ところといわざるをえない (徳

略)｡｣

16) ただし混同による消滅の場合は,支払等記録が

債権消滅の要件 となっている｡法 22条 1項｡

17) 電子登録債権法制に関する中間試案 (2006年 8

月)｢第 1総則 ･1電子登録債権の概念｣参照｡

18) 166回国会 ･財務金融委員会法務委員会連合審

査会会議録第 1号 (平成 19年 6月 15日 (金曜

日))の以下の質疑応答を参照｡

○寺田政府参考人 先はど申しましたように,法

律構成上は原因債権 とは切 り離された形になって

いるわけでございますけれども,いずれにいたし

ましても,どうい う原因で債権をつ くるか とい う

ことは,これは当事者にゆだねられているわけで

ございます｡

他方,では,他の面でのいろいろな規制がおよ

そあり得ないか とい うと,それはいろいろな行政

上の規制でなさっていただ くわけで,債権の構成

としては特に制約は設けない｡ただし,たびたび

御議論になっていますように,この電子債権記録

機関とい うのは多様なものがございますので,そ

の機関によってはどうい うものを受け付ける,ど

うい うものを受け付けない とい うことはあり得る

わけでございます｡

○佐々木 (意)委員 対象 として,金銭債権であ

れば何でも含まれる,原因は問わない とい うこと

であります｡そして,債権の流動化が促進 される

とい うことになります と,さまざまな問題が発生

するのではないか｡私はこれは慎重に扱わなけれ

ばならないとい うふ うに思ってお ります｡

例えば,人的抗弁の切断 とい うふ うになってお

りますが,一体これはどうい う意味で しょうか｡
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これまでの債務者の権利がどう制約 されるのか,

お答えいただきたい｡

○寺田政府参考人 これは手形の法律関係で既に

ある概念でございまして,ちょっとA,Bとい う

形で御説明させていただきます と,Aが債権をB
に譲渡す るとい う場合に,そのBとい うのはA

の立場をそっくり受け継 ぐのかそうでないのか と

い うことが問題になるわけでございます｡仮に,

そっくり受け継 ぐとい うことにな ります と,A
は債権関係上のいろいろな制約 とい うものを受け

ているのに,Bはそれをそっくり受けるのかどう

か｡受けるとい うことになります と,債権を受け

取 ったのに,意外に,例えば契約が解除になって

いた とか,同時に,抗弁権があった とい うような

ことで,債権を十分に満足できないことがあるO

そこで,人的抗弁を切断 して,前の人がいろいろ

言っても,新 しい債権者はそうい う制約 を受けな

いことができる,こうい う流通上の便宜を図って

いる概念でございます｡

19)電子記録債権の法的性格の多面性については,

小野傑 『電子記録債権法の理論 と実務』(池田真

郎-小野傑 -中村廉平編 ･経済法令研究会 ･2008
年)16-26頁参照｡

20) もちろん,本文のような意図をもって構想され

た記録機関でなければ,｢無因的｣な電子記録債

権の発生は認められない とい うわけではない｡手

形代替機能 とは別の意図をもった業務規程の下で

も,無因的債権 とすべ きものは当然あり得る｡ し

か し, どのような業務規程であれば ｢無因性｣の

要件 として十分であると言えるか とい う問題につ

いての検討は,他 日を期すこととしたい｡

21) ｢害することを知 って｣ とい う文言の意義 も,

法文上は明 らかではな く,解釈に委ねられている

が,これはいかなる法律関係 を, どのような根拠

により ｢人的関係｣ とするか とい う問題 と密接に

関連する問題である｡詳細については,後述本文

(4-3)(d)参照｡

22) 始関正光 -坂本三郎-冨田寛-仁科秀隆 ｢電子

記 録 債 権 法 の解 説 (2)｣NBL 864号 51頁 注

(22)
23) ｢(記録請求における意思表示について)民法九

十三条ただ し書若 しくは第九十五条の規定による

無効又は同法第九十六条第一項若 しくは第二項の

規定による取消 しは,善意でかつ重大な過失がな

い第三者 (同条第-項及び第二項の規定による取

消 しにあってほ,取消 し後の第三者に限る)に対

抗することがで きない｡｣ とい う文言は,記録請

求における意思表示にも民法 93条以下の意思表

示の畷症に関する規定が適用 されることを前提 と

しなければ,法的効力のない無意味な規定 となっ

てしまう｡

24) 始関-坂本 -冨田-仁科 ･前注 (22)51頁注

(23)
25) いずれの表意者 も,意図的に真意に反する意思

表示をしている点に違いはない｡

26) 始関-坂本 -冨田-仁科 ･前注 (24)は ｢(氏

法 93条 2項は)善意のみを主観的要件 としてお

り (中略),これらについて も一律に善意 ･無重

過失を要件 とすると,規程の文言上は,かえって

第三者を保護するための要件が厳 しくなって しま

うように見えて しまうこと｣を立法理由の一つ と
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して挙げているが,これも本文で述べたような立

場からの解説であると考えることができる｡

27) 前注 (ll)参照｡

28) 証券が占有可能な形態で存在 しないので,真の

権利者が紛失や盗難によって権利者 としての外形

を奪取 されるとい う事態は想定することが著 しく

困難である｡

29) 始関正光 -坂本三郎-冨田寛 -仁科秀隆 ｢電子

記録債権法の解説 (4)｣NBL866号 48頁

30) 始関-坂本 -富田-仁科 ･前注 (29)注 (33)
は,｢(法 19条 1項の)適用範囲は手形の善意取

得規程 と同 じであるべ きと考 えられる｣ とした上

で,本文の問題は解釈に委ねられているとする｡

31) 本文のような解釈が妥当なのだ とすると,譲渡

行為の軍症については,単にその場癌の原因たる

事実に付 き譲受人が善意かつ無重過失であるとい

うだけで法 19条 1項により戦痕が治癒 されて し

まうのに,発生記録請求における意思表示や代理

権の塀症については,少な くとも発生記録の当事

者 (電子記録債権の債務者 と最初の債権者) との

間では民法が適用 されるとい う不均衡が生 じる｡

こうした不均衡の当否については,記録機関 ･参

加金融機関 ･利用者の三者の間で,記録請求にお

ける本人確認や権限の確認,あるいは真意の確認

などの手続がどのようになされ,またその情報が

意思表示の相手方にどのように伝達 されることに

なっているかまで確認 した うえで検討すべ きであ

る｡この間題については,節を改めて論ずる｡

32) 前注 (2)参照｡

これ とは別に三菱東京 UFJ銀行お よび三井住

友銀行 も電子債権記録機関を設置, または設置を

検討中とのことであるが,これは一種の一括支払

システムとして利用することを予定するもののよ

うであり,手形のようにあらゆる預金取扱金融機

関による決済が可能な制度 とすることは想定 され

ていない ようである｡

三菱東京 UFJ銀行のニュース リリースhttp://
www.bk.mufg.jp/news/news2009/pd〝newsO624.
pdf

三 井住友銀行 のニ ュース リリース http://
www.smbc.co.jp/news/html/j200453/j200453_01.
htm1

33) 全国銀行協会 ｢電子債権記録機関要綱 (中間整

理)について｣(2∝)8年 10月)http://www.zenginkyo.
or.jp/news/entryltemS/news201021_3.pdf

34) 全銀協 ･前注 (3)1頁

35) 全銀協 ･前注 (3)5ト52頁

36) ｢要綱｣における利用契約締結の要件の詳細は

以下の通 りである｡全銀協 ･前注 (3)4頁｡

【属性要件】

･法人または事業を営む個人であること｡

･本邦居住者であること｡

･反社会的勢力に属するなどの利用者 としての適

格性の問題がないこと

【経済的要件】

･参加金融機関に,電子記録債権の決済を行 うた

めの決済口座を開設 していること｡

･電子記録債務者 (譲渡時の担保責任 を除 く｡以

下本項 目において同 じ｡) としての利用につい

ては,当座預金口座の開設に準 じた参加金融機

関による審査により承諾 されること｡



84 手形代替型の電子記録債権について

【利用資格要件】

･電子記録債務者 としての利用については,機関

による債務者利用停止措置中でないこと｡

37) ｢要綱｣においでは,法 87条 1項 1号による記

録事項開示請求については,開示理由が示 されず

とも電子記録債権名義人に対 してオンラインによ

り記録事項を開示をするものとされている｡全銀

協 ｢要綱｣別紙 Ⅱ5-20 http://www.zenginkyo.
or.jp/news/entryitems/news210324_2.pdf

また,譲受人になろうとする者

38) 全銀協 ･前注 (3)17-18頁

39) 全銀協 ･前注 (3)22頁

40) 全銀協 ･前注 (3)22頁 ･13-14頁参照

41) 全銀協 ･前注 (3)23-24頁

42) 記録機関がする保証記録の内容は次の通 りであ

る｡全銀協 ･前注 (3)26-27頁｡

(D保証する旨,(参保証人の氏名/名称 ･住所 (刺

用者 DBから自動入力), (参主たる債務者の氏名

/名称 ･住所,その他主たる債務 を特定するため

に必要な事項 (保証対象債権の発生記録から自動

転記),(彰電子記録 の年 月 日,⑤保証人 の属性

(利用者 DBから自動入力),(む債権者-保証人間

の紛争解決方法 (裁判管轄は業務規程で固定)

43) ただ し,利息制限法 3条 との関係で,本文の設

例のように電子記録債権の金額から一定額 を割 り

引いた金額だけを交付 して対価 とする電子記録債

権の譲渡および電子記録保証の発生について,そ

の原因関係は電子記録債権の売買であるとする契

約があるにも拘わらず,裁判所によって,この割

引額は消費貸借の利息であるとみなされれて利息

制限法の規制の下に置かれる可能性がないかは,

別途検討の必要があるだろう｡

44) 大垣尚司 ･前注 (19)108頁以下参照｡

45) 手形法 12条 2項で一部裏書が無効 とされるの

は,一般に,手形上の権利が証券 と不可分な形で

結合 しているからであると考えられている｡大隅

健一郎 -河本一郎 『注釈手形法 ･小切手法』(有

斐閣 ･1977年)152頁｡

46) 大垣尚司 ･前注 (44)106頁参照

47) 全銀協 ･前注 (3)13頁

48) 全銀協 ･｢電子債権記録機関要綱｣の概要 (辛

成 21年 3月)

http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems
/news210324_3.pdf

49) 全銀協 ･前注 (3)19頁

50) 同前

51) 大垣 ･前注 (44)109頁

52) もっとも,電子記録債権の金額 を分割による効

用を得 られる場合を想定すると,商取引の決済の

ために発生記録がなされた電子記録債権を譲渡す

るとい う商業手形割引型の利用がなされる場面 よ

り,発生記録の当初から電子記録債権を細分化 し

て投資家に再譲渡することを予定 して電子記録債

務者に貸付をする,いわば市場間接金融型の利用

がなされる場面の方が想定 Lやすいかもしれない｡

ただしそのような債権は,これを取得する投資家

に対 して金額に応 じた均等な リスク ･ベネフィッ

トの構造を提供 していなければならないはずだが,

｢全銀行型｣債権記録機関では手形 と同様に極め

て限定 された事項 しか記録が許 されていないので,

いわゆるコヴェナンツは債権記録 とすることがで

きず,電子記録債権の外での約定に留まらざるを

得ない｡そうすると,単に分割後の電子記録債権

の譲渡記録をするだけではなく,コヴェナンツを

含む原因関係 (消費貸借契約)上の債権 を投資家

に譲渡する手続 も別途必要 となるし,例えば財務

制限条項に抵触 して繰 り上げ弁済がなされるべ き

場合でも,債務者の指定参加金融機関が主体的に

繰 り上げ支払の手続をとるのではなく,債権者が

個別に,例えば債務者を譲受人 とする譲渡記録請

求 をす るな どの手続 を利用す る (｢別紙｣Ⅱ3-

8)などの手法を通 じて電子記録債権の決済 を実

現 させねばならないなど,敢えて電子記録債権を

利用するメリットを見出すのは難 しくなって しま

うと思われる｡

53) 全銀協 ･前注 (3)16頁

54) 全銀協 ･前注 (37)｢要綱｣別紙Ⅱ4-2参照

55) 同前

56) 同前

57) 全銀協 ･前注 (3)4頁

58) 電子記録債権への支払時以前に,A-Y間で電

子記録債権 をもって原因債権への弁済に代える趣

旨の代物弁済契約が結ばれていれば,その効果 と

して原因債権は消滅する｡ しか し,代物弁済の合

意がない場合には,電子記録債権の発生をもって

原因債権の本旨弁済 と解することができない以上,

電子記録債権の発生後 も原因債権は存続すると考

えざるを得ない｡

59) 手形における ｢無担保裏書｣ と同様に,保証記

録請求を行わないで譲渡記録請求だけを行 うこと

がシステム上可能 とされるのかは ｢要綱｣の文言

だけからは不明であるが,仮にそのような請求 も

なし得るとするとして も,実際には例外的にしか

なされないもの と思われる｡

60) このとき,必ず しも原因債権の金額 ･サイ トと

同一条件にしなければならないわけではないが,

原因債権 と比較 して特に債務者に有利な内容 とす

るのであれば,債権者の利益 とのバ ランスをとる

ために原因債権 と電子記録債権の行使の順序を制

限 しない (電子記録債権の支払期 日前に原因債権

について履行催告をしても良い)こととするか,

反対に原因債権 も平伏を合わせて一部免除や弁済

期繰 り下げをするかなどについて,何 らかの交渉

があるものと想定するのが合理的であろう｡

61) 全銀協 ･前注 (3)13-14頁 ･同 16-22頁参照

62) 始 関 -坂 本 -冨 田 -仁 科 ｢解 説 (4)｣前 注

(29)49頁,粟田口太郎 『電子記録債権法の理論

と実務』62頁,

63) 河本一郎 ｢手形法における悪意の抗弁｣民商法

雑誌 36巻 4号 525頁以下 (1958年)

64) 手形法 17条但書の解釈 として,そもそも河本

フォーミュラが現行法の下で確乎たる判断基準 と

なっているのか とい うこと自体についても疑問は

提出されているが,本稿ではその間題には立ち入

らない｡川村正幸 『手形抗弁の基礎理論』(弘文

堂 ･1994年)55頁参照｡

65) 高窪利一 『現代手形小切手法』(経済法令研究

会 ･1988年)385頁参照｡

66) 本文で述べた ことは,Ⅹが分割記録に係 る電

子記録債権 を取得 した場合であっても同様である｡

全銀型記録機関の下では分割記録は可能 とされ

てい るか ら,例 えば A-Y間では各 100万 円の
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原因債権を10個まとめて金額 1000万円の 1個の

電子記録債権で決済す ることとしたが,Aはそ

の うちの300万円分についてだけ分割 して Ⅹに

譲渡 した ところ,この譲渡の時点で既にA-Y

間の 1個の原因債権についてだけ契約解除により

消滅 してお り,Ⅹがその事情 を知 りなが ら電子

記録債権を譲 り受けていたとい う場合が想定 され

得る｡このとき,消滅 した原因債権 100万円に関

す る電子記録債権 は,Ⅹに譲渡 された 300万 円

の電子記録債権ではな く,Aが譲渡せずに保持

しっつけている700万円の電子記録債権に関する

原因債権であるとい うように,原因債権 まで分割

して譲渡 したと考えることはできない｡なぜなら

ば,｢要綱｣では全銀型記録機関が発生記録に法

16条 2項 11号の定め (抗弁事由の限定の定め)

をす ることはで きない もの とされてお り (全銀

協 ･前注 (3)21頁),発生記録に記録 されてい

ない内容を分割債権記録に記録することもできな

いのであるから (法 45条 1項),分割に際 して特

定の原因債権に関する抗弁事由だけ しか法 20条

1項の抗弁の対象 となり得ない とい うような合意

をした としても,それもまた本文 (4-3)(C)で

分類 した (ア)のカテゴリーに入る合意であって,

せいぜい合意当事者であるA-Ⅹ間で しか効力

を有 しない合意に過ぎないからである｡ したがっ

て この場合,YはⅩに対 して,少 な くとも100

万円については,法 20条 1項によって支払 を拒

むことがで きると解 して良い｡

そしてこのときYは,700万円の原債権を有す

るAに対 して も,原因債権の消滅 を理 由に 100

万の支払を拒絶で きる｡その結果,Yは合計 200

万円分の電子記録債権の支払を拒絶 し得ることに

なるが,このような事態は,原因関係の戦痕を放

置 したまま電子記録債権 を分割譲渡 した A と,

これを知 りなが ら電子記録債権 を取得 した Ⅹの

責に帰 されるべ きであるから,電子記録債権の支
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払期 日において A とⅩ どちらに対 して支払を拒

絶するかはYの裁量に委ね られることして構わ

ない｡

67) 川村正幸 『手形 ･小切手法 〔第 2版〕』[新世

社 ･2001年]272頁以下｡

68) 同前 ･273-274頁｡
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75) 参議院財政金融委員会 ｢電子記録債権法案に対
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76) 手形交換はマルチラテラル ･ネッティングのた

めの特別な集団的決済 システムであり,特に,債

権者側からの取立 (交換呈示)に応 じて決済 シス

テムが作動する仕組みであるため,不渡の頻発は,

単に手形を取得 して手形利用者に与信する業者だ

けでなく,決済を担当する銀行にとっても大 きな

負担 となる｡ しか し全銀型記録機関においでは,

電子記録債権の決済にはこうした集団的決済の仕

組みは採用 されず,現行の全銀 システムによる口

座間送金によって個別的に決済をすることとなっ

ているし,債務者の指定参加銀行は支払期 日が到

来 しても顧客の預金 口座が不足 しているのであれ

ば,単に送金をしなければ 良いだけであるから,

電子記録債権の支払不能が頻発 しても,決済 シス

テムにさほどの負荷はかからない｡ したがって,

全銀型記録機関が手形交換所 と同程度に厳 しいペ

ナルティを伴 う支払不能ルールを備えることが果

た して必要でありまた正当化 されるのかについて

は, より慎重な検討を要する｡


